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過去2年間で、新たに11億人の人々が、最上級レベルで
新規に適用される少なくともひとつの

MPOWER政策の対象となった。

人々には、たばこの使用による健康への危険性について
情報を受け取る固有の権利があり、
各国はそれを提供する義務がある。

世界保健機関事務局長補　アラ・アルワン博士



7WHO　2011年世界のたばこの流行に関する報告

絶え間ない進歩－現在、約38億人に効果的なたばこ規制政策を適用

また本書では、世界の各国で収集した反
たばこマスメディア・キャンペーンについ
ての詳細なデータを初めて発表している。

示されたデータは見事なものである。現
在、10億以上の人々が、国内で販売される
全ての紙巻たばこ製品の包装に大きな写
真のついた健康警告表示を義務付けた法
律のある国に住み、19億の人々が、過去2
年間に質の高い全国反たばこマスメディ
ア・キャンペーンを放送した23カ国に居住
している。たばこという命にかかわる製品
に反対する動きが大きく進歩しつつある
のは明らかである。反たばこマスメディア・
キャンペーンの開発の最前線にいるのは
低・中所得国であり、どの国も所得程度に
関係なく、介入政策を成功裡に実施できる
ことを示している。

だが、今もたばこ産業による宣伝が行わ
れ、たばこの消費が増えている国々の人
口は増加し、たばこの依存性が極めて強く
いったん開始するとやめるのが難しいな
どの理由から、依然としてたばこは流行し
続けている。進歩は見られるものの、たば
こ製品の包装に大きな写真のついた健康
警告表示を義務付けるという最良の実施
基準を守っている国はわずか19カ国であ
り、この中に低所得国はひとつも入ってい
ない。全ての国々は、国連、保健推進機関、
市民社会と提携して、WHOたばこ規制枠
組条約とその指針の下でのコミットメント
を果たすことで、さらに多くの取り組みが
できるし、またそうしなければならない。

現在、たばこ規制政策によって保護されて
いる人の数は驚くべきペースで増え続け
ている。たばこの需要削減政策の進展は、
WHOたばこ規制枠組条約の影響が高まり
つつある兆候である。WHOたばこ規制枠
組条約は、国連史上最も迅速に採択され、
大きな成功を収めてきた条約のひとつで
ある。

本書は世界的なたばこの流行を国別に調
査した定期報告書の第三弾で、どの国が
命を救う効果的なたばこ規制政策を適用
しているかを明らかにするものである。こ
れらの国々は、たばこの消費の害から国民
を守るためにさらなる努力を必要とする
多くの国々にとって、行動の指針となりう
る。たばこは今なお、たばこの煙にさらさ
れることにより死亡する60万人以上の非
喫煙者も含め、毎年600万人近い人々の命
を奪っている。世界の10億人の喫煙者のう
ち、最大で半数の人々が、やがてたばこ関
連の疾病によって死亡する。しかし私たち
には、このような状況を変える力がある。

過去2年間で、新たに11億人の人々が、最
高レベルで新たに採択されたMPOWER政
策の少なくともひとつの対象となった。こ
れは、30カ国による取り組みの成果であり、
そのうち半数以上は低・中所得国である。
これらの政策は多額の投資を必要とせず
に、たばこの使用パターンを変え、命を救
うためにきわめて効果的であることが実
証されたものである。

本書は、たばこの消費の害について人々
の注意を喚起することに重点を置いてい
る。人々にはこの情報を受け取る固有の権
利があり、各国はその情報を与える義務が
ある。ここでは2種類の主要な警告方法を
検証している。ひとつはたばこの包装上に
表示された健康警告ラベル、もうひとつは
全国反たばこマスメディア・キャンペーン
である。大きな写真を使った健康警告ラベ
ル表示と、マスメディアによる強力なキャ
ンペーンは、たばこの消費を減らし、禁煙
を促す効果があることが証明されている。

本書は、非感染性疾患（NCD）―主にがん、
糖尿病、心血管及び慢性肺疾患―の流行
拡大を食い止める上で、きわめて重要な
時期に発表されることになった。これらの
疾病は世界の全死亡原因の63%を占めて
いるが、たばこの消費はその最大の寄与
因子のひとつである。これらの疾病は驚く
ことに毎年3,600万人もの命を奪い、その
80%は最も受け入れがたい低・中所得国
で発症している。60歳未満の死亡者は900
万人と推計される。2011年9月19日と20日
の両日、国連総会は、非感染性疾患が世界
の保健と人間の開発に与える脅威と影響
について、初めてのハイレベル会合を開
催し協議することにしている。ニューヨーク
で開かれる会合で、各国の元首は、たばこ
の使用をはじめ、いくつかの共通リスクを
備えたこれらの関連疾病に対する認識を
深め、戦略を打ち出すにはどうすればよい
かを話し合う。

たばこの使用やたばこの煙にさらされるこ
とは世界の疾病や死亡原因の大きな部分
を占めているため、たばこの規制をそれ相
当の優先事項として協議し、これまでに収
めた成功をさらに拡大できるようにしな
ければならない。そうすれば今後も、たば
この規制政策を、国連の非感染性疾患に
関するハイレベル会合の中核議題として
拡大していける。

世界保健機関事務局長であるマーガレッ
ト・チャン博士がかつて述べたように、「測
定できるものは達成できる」のである。本
書は、たばこ規制において達成した成果と、
各国が今後さらに達成しなければならな
いことを継続して測定する強力で重要な
手段である。数百万人もの人々の生命が
かかっているのだから、私たちはこの努力
を続けるし、また続けなければならない。

アラ・アルワン博士
世界保健機関事務局長補
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たばこの消費は今なお、世界の予防可能
な死亡原因の第1位を占めている。世界で
は、たばこの消費により年間約600万人が
命を落とし、数千億ドルもの経済的損失が
生じている。このような死亡者は低・中所
得国の人々がほとんどで、今後数十年の
間にこうした国ごとの差はさらに拡大する
と思われる。今の傾向がこのまま続くと、
2030年まで世界で毎年800万以上の人が
たばこによって命を奪われ、そのうち若年
層の死亡の8割は、低・中所得国における
ものとなる。緊急に対策を取らなければ、
21世紀の間にたばこの消費によって10億
人が命を奪われる可能性がある。

たばこの規制に関する世界保健機関枠組
条約（WHO FCTC）は、世界の政治的意思
によってたばこの規制を強化し、人命を救
えることを明示している。WHO FCTCは法
的拘束力のある国際条約で、各国がたば
この流行拡大に取り組むためにたばこ規
制プログラムを実行・管理するための土台
となるものである。2011年5月現在、WHO 

要約
FCTCには世界の人口の87%に当たる173
カ国が加盟しており、国連史上最も迅速に
承認された条約のひとつとなっている。

WHOは、各国がWHO FCTCに定められた
義務を果たせるよう、2008年にMPOWER
総合政策を導入した。これは科学的根拠
にもとづく6種類のたばこ規制政策で、た
ばこの消費を減らし、人命を救う効果が立
証されている。MPOWER政策はたばこの
需要を減らす効果的な政策を国内で実施
できるように、実際的な支援を提供してい
る。WHOはWHO FCTCに含まれる供給サ
イドの対策の実施も重要であることを認
識し、熱心に取り組んでいるが、MPOWER
政策は需要の削減を最重視している。

WHO FCTCの継続的な成功は、世界た
ばこ規制政策の進捗状況に関する第3回
WHO報告書である、今年の「WHO　2011
年世界のたばこの流行に関する報告」に
詳述されている。各国の6つのMPOWER
政策の達成度を示す全てのデータには、

2010年までの最新データが記載され、さ
らにたばこの危険性に関する一般向けの
警告についてのデータも収集された。今
年の報告書は、健康警告を発する2つの主
な戦略として、たばこ製品の包装のラベル
表示と、反たばこマスメディア・キャンペー
ンについて詳細な検証を行っている。本書
はたばこの消費の害について人々に警告
を与える科学的根拠と、これらの政策の現
状についての各国特有の情報の概要を包
括的に示すものである。

データ分析の改善の過程において、政策
成果のカテゴリーを改め、可能な場合は
進展途上にある最新のWHO FCTCの指針
と一致するようにした。2009年の報告書の
データも再度分析を行ってこれらの新し
いカテゴリーと一致させたため、二つの報
告書間の直接のデータ比較が可能になっ
た。今年もまた報告書の最新の要約を印
刷版とし、詳しい国別のデータをオンライ
ン版で示した。（http://who.int/tobacco）
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効果的なたばこ規制政策の対象となっている世界人口の割合、2010年

注：ここに示されたたばこ規制政策は各国の最高レベルの成果に相当する。これらの最高レベルのカテゴリーの定義は
テクニカルノート1を参照のこと。

MPOWER政策の施行については、引き続
き大きな進歩が見られる。2008年以降に
施行された新しい政策の対象となった11
億人も含め、38億人の人 （々世界の人口
の55%）に対して、最大限の成果を出して
いる政策が少なくとも1つ以上施行され
ている。また10億人以上の人 （々世界人口
の17%）に対して、最大限の成果を出して
いる政策が少なくとも2つ以上施行されて
いる。あらゆる分野で進歩が見られ、2008
年以降、最大限の成果を出している新し
いMPOWER政策が少なくとも1つ以上実
施されている国の数は合計30カ国に上
る。MPOWER政策のひとつで、今回初めて
評価を受けた反たばこマスメディア・キャ
ンペーンは23カ国で実施され、2009年か
ら2010年にかけて19億人が視聴した。

対象人口ベースで最も広く行われている
MPOWER政策は、健康警告ラベルと反た
ばこマスメディア・キャンペーンである。対
象人口ベースで、2009年報告書以降最も
大きく進歩したMPOWER政策は、たばこ
の包装に表示する健康警告ラベルに関す
る規定である。この政策分野で最も成果を
上げている包装への警告表示法の対象と
なる人口は、現在10億人以上に上ってい
る。過去2年の間に、3カ国（合計人口約5億
人）でこうした法案が可決された。特にア
メリカは、これまでの非常に緩やかだった
警告表示要件を、2012年に新しい警告表
示規制を実施することで、世界で最も厳し
い規制に移行する予定である。

また今年の報告書には、系統的に収集し
た反たばこマスメディア・キャンペーンに
ついての情報が初めて掲載されている。
この反たばこマスメディア・キャンペーン
は、たばこの危険性を一般の人々に知らせ
る方法として非常に効果が高い。データを
見ると、この分野で将来有望な活動が行わ
れていることが分かる。対象期間中19億人
以上（世界人口の28%）が住む23カ国で、
少なくとも1つ以上の強力な反たばこマス
メディア・キャンペーンが実施された。こ
の、強力なキャンペーンを行った23カ国の
うち、高所得国はわずか7カ国で、模範的
なキャンペーンを行ったと報告した国々の
ほとんどが低・中所得国だった。これは、所
得水準に関係なく、あらゆる国が効果的な
マスメディア・キャンペーンを実施できる
という証拠である。

この分野で最大限の結果を出している包装の健康警告法
が、10億以上の人々の住む19カ国で施行されている。

世
界
人
口
の
割
合

M

監視

P

禁煙環境

O

禁煙プログラム

E

広告の禁止

R

課税

W

警告ラベル　　　マスメディア
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によって死亡するかもしれない10億人の
人々の命を救うためにもきわめて重大な
意味を持っている。

「WHO　2009年世界のたばこの流行に
関する報告」は、包括的な禁煙法によっ
て二次喫煙の害から公衆を守る重要性
を強調したものだった。この分野は2008
年以降大きく進歩した。バーやレストラン
など、全ての公共の場と職場を禁煙とす
る国内法がさらに16カ国で制定され、そ
の結果、新たに3億8,500万人以上の人々
が、たばこの煙が健康に及ぼす害から守
られることになった。2008年からは地方
都市でも、包括的な禁煙法が制定され、
新たに1億人がたばこの煙にさらされるこ
との害から守られるようになった。

各国はWHO FCTC締約国になってから
着々と進歩を積み重ねている。これによっ
てさらに多くの人々が、二次喫煙の害か
ら守られ、禁煙への支援が与えられた。ま
た、たばこの包装のラベルやマスメディ
ア・キャンペーンを通じて効果的な健康
警告に触れ、たばこ企業の販売戦術に陥
らないよう保護されるようになった。さら
にたばこの消費削減とたばこの規制やそ
の他の保健プログラムの資金調達を目
的とした課税政策が施行されている。各
国が粘り強くたばこ規制プログラムの適
用範囲を拡大していくことが、たばこの
ない世界という目標を達成するために必
要であり、今世紀中にたばこ関連の疾病

対象期間中19億人以上が住む23カ国で、
少なくとも1つ以上の強力な

反たばこマスメディア・キャンペーンが実施された。
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効果的なたばこ規制政策が施行されている世界人口の
2008年以降の割合傾向

注：グラフには1%未満の変化は表示されていない。
.監視に関するデータは2008年と2010年では比較できないため、このグラフには示されていない。マスメディア
のデータは2010年に初めて収集されたため、2008年については比較可能なデータはない。ここに示されたた
ばこ規制政策は、国内の最高レベルの成果に相当する。最高レベルのカテゴリーの定義についてはテクニカル
ノート1を参照のこと。

世界の効果的なたばこ規制政策の現状、2010年
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タ
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たばこの規制に関する
世界保健機関枠組条約

WHOが1948年に設立された時、加盟国に
よってWHO憲章に条約交渉権が盛り込ま
れた。この権限は、1996年に世界保健会
議がWHO事務局長に、WHO憲章に従っ
て世界のたばこ規制のための枠組条約
策定に着手するよう要請する決議を採択
するまで、一度も行使されたことはなかっ
た。この未曽有の要請は、たばこの流行の
世界的な急速拡大とたばこの消費による
健康負担の増大に対処するため行われた
ものだった。世界では、たばこの消費のた
めに年間約600万人が命を落とし、数千億
ドルもの経済的損失が生じている。

今日、たばこの規制に関する世界保健機
関枠組条約（WHO FCTC）（1）は、国連史上
最も迅速に承認された条約のひとつとな

り、世界の人口の87%に当たる173カ国が
加盟している。これは締約国に法的拘束
力のある義務を定め、たばこの需給削減
の必要性に取り組み、政府のあらゆるレ
ベルでたばこ規制政策を実施するための
包括的な方向性を示すものである。この
条約の統治機関は締約国会議（COP）、す
なわち全締約国で構成される政府間機関
で、WHO FCTCの効果的な実施を指導し
推進する責務を負う。この責務の一環とし
てCOPは、WHO FCTC第21条に従って各
締約国が定期的に提出する報告書と、条
約事務局が作成したグローバルサマリー
を検討し、その実施の進捗状況、成功、課
題を検討する。

たばこの流行の複雑な性格と、きわめて
潤沢な資金を持つ強力な多国籍企業に対
抗するという課題を反映するため、WHO 
FCTC交渉担当者は、第6条と、第8条から
第17条までに、需要の削減と供給の削減
問題に関する幅広い包括的な規定を盛り
込んでいる。

第6条 たばこの需要を減少させるため
の価格及び課税に関する措置

第8条 たばこの煙にさらされることか
らの保護

第9条 たばこ製品の含有物に関する規
制

第10条 たばこ製品についての情報の
開示に関する規制

第11条 たばこ製品の包装及びラベル
第12条 教育、情報の伝達、訓練及び啓

発
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数多くの国が警告の
ラベルサイズを拡大し、

文言をより強く具体的なものにし、
文字だけではなく

絵や写真を加えることで、
すぐに政策を改善できる。

第13条 たばこの広告、販売促進及び後
援

第14条 たばこへの依存及びたばこの使
用の中止についてのたばこの
需要の減少に関する措置

第15条 たばこ製品の不法な取引
第16条 未成年者への及び未成年者に

よる販売
第17条 経済的に実行可能な代替の活

動に対する支援の提供

これらの需要供給対策に加えて、WHO 
FCTCは実施上の指針を定め協力を促し
ている。特に、一般的義務に関する条項

（第5条）、科学的及び技術的な分野にお
ける協力ならびに情報の送付（第20条、第

21条、第22条）、国際協力と資金（第25条、
第26条）は、締約国が優良事例を最大限
に利用し、経験を共有し、たばこ産業から
の妨害を避ける上で有用なものである。

世界中でたばこの流行を終わらせようと
いう強い姿勢が、WHO FCTCの条文と、効
果的なたばこ規制政策がその施行以来、
各国及び世界で収めてきた成功に現れ
ている。この条約は、世界中でたばこの規
制を支持し促進するための基準を打ち立
て、疾病や障害を予防する手段としての国
際法の役割や力を強化するものとなった。
この条約の力は、全締約国を拘束する義
務だけにあるのではなく、「たばこの消費
及びたばこの煙にさらされることが健康、
社会、環境及び経済に及ぼす破壊的な影
響から現在及び将来の世代を保護する」

（1）という、世界的に認識されている必要
性を正式な形で示したことにある。

第7条（たばこの需要を減少させるための
価格に関する措置以外の措置）で、WHO 

FCTCは次のように定めている。「締約国
は、第8条から第13条までの規定に基づく
義務を実施するために必要とされる効果
的な立法上、執行上、行政上又は他の措
置を採択し及び実施すべきとする。･･･締
約国会議は、これらの規定の実施のため
の適当な指針を提案する」（1）

2008年11月、COPは第11条の指針を全会
一致で採択し、2010年11月には第12条の
指針も全会一致で採択した。これらの指
針は条約遵守責任についての高度な基準
を定めたもので、目的、目標、基本理念も
明示されている。
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第11条－たばこ製品の包装及びラベル
WHO FCTCは科学的根拠にもとづいて策
定された条約である。それがどこよりも明
確に記されているのは第11条で、たばこ
の包装に表示する健康警告ラベルについ
て、強力かつ明確な法的義務基準を定め
ている。これらの基準は、健康警告が喫煙
者に禁煙を推奨し、若者に喫煙を始めな
いように促す効果があると言う説得力の
あるデータをもとに作成されている。第11
条は、たばこが健康に及ぼす危険性を伝
える国際的な行動のもとになるもので、締
約国が条約を施行してから3年以内に、国
内で販売またはその他の方法で流通され
る全てのたばこ製品に、規定通りの警告ラ
ベルをつけるよう全締約国に義務付けて
いる。

WHO FCTCの第11条は、たばこの包装に
表示する健康警告ラベルについて、次の
要件を定めている。(2):

 ■ 権限のある国家機関が承認する。
 ■ 主たる表示面の50パーセント以上を

占めるものとし、主たる表示面の30%
を下回ってはならない。

 ■ 大きく明瞭で見えやすく判読可能なも
のとする。

 ■ 「ライト」や「マイルド」など、誤解を招
く用語を使用してはならない。

 ■ 一定期間ごとに交換し、つねに消費者
に新鮮で新しく感じられるようにする。

 ■ 国家機関の定義に従い、該当する成分
やたばこ製品の排出物に関する情報を
記載する。

 ■ その国の主たる言語で記載する。

たばこの危険性についての効果的な警告
を人々に示すことが世界的により大規模
に行われるようになったのは第11条に定
められた文言や義務の力であるが、ほとん
どの国や全ての地域で、すべき仕事はま
だ残っている。数多くの国は、警告のラベ
ルサイズを拡大し、文言をより強く具体的
なものにし、文字だけではなく絵や写真を
加えることで、すぐに政策を改善できる。

国際協力を推進するため、COPはWHOのたばこフリー・イニ

シアチブ（TFI：たばこのない世界構想）に、絵表示付き健康警

告やメッセージの集中データベースを設置し維持するよう要

請した。TFIは、各国間や締約国間で、絵表示付き健康警告や

メッセージを円滑に共有できるようにするため、WHO FCTC条

約事務局と協力してこのようなデータベースを設置した。* こ

の種の援助や支援は、WHO FCTCが行っているWHOの大規模

なたばこ規制プログラムの一部である。またWHOは、加盟国

が条約で定められたいくつかの責務を果たせるように、技術

的支援としてMPOWER総合政策を提案した。MPOWERはたば

この消費を削減する効果が証明された6つのたばこ規制政策

を実施できるよう支援している。それぞれの政策はWHO FCTC
のひとつ以上の条項に対応するもので、この6つの一括政策は
たばこの需要削減の取り組みを拡大するための重要な入り口
である。MPOWERはWHO 非感染性疾患予防管理行動計画の
不可欠な部分である。（3）この行動計画は、2008年の第61回
世界保健総会で承認され、WHO FCTCの実施に対するWHO
加盟国のコミットメントを示している。

* 健康警告データベースはhttp://www/who.int/tobacco/
healthwarningsdatabase/en/index.htmlで、一般公開され
ている。

WHO FCTC健康警告データベース
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第11条実施のための指針
第11条の指針の目的は、締約国がWHO FCTCの義務を果たせ
るように支援し、締約国が包装及びラベル政策の効果を高め
る方法を提案することである。第11条の指針の内容は7つの部
分に分けられている。（2）.

効果的な包装及びラベル要件の策定
第11条の指針は、効果的な警告ラベルのデザイン要素と、成分
及び排出物に関する情報の表示に関する勧告を明示し、包装
及びラベルの効果を高めるために、次のような対策を勧めて
いる。（2）.

 ■ 警告ラベルが主たる表示面のできるかぎり広い部分を覆
うようにする。

 ■ 写真を使用する場合はフルカラーのものにする。

 ■ 警告は包装の表と裏及び主たる表示面の最上部に表示し
て良く見えるようにし、包装を開くことで警告が回復不能な
損傷を受けたり隠されたりしないようにする。

 ■ 締約国は紙巻たばこのフィルター及び他の関連物（シガ
レットチューブ、フィルター、巻紙の包装など）、またその他
の道具（水パイプ喫煙に使用する用具）に警告を印刷する
ことを検討する。

 ■ 警告には、健康への有害な影響や二次喫煙の影響につい
てのほか、たばこの消費に関連したさまざまな問題（禁煙
に関するアドバイス、たばこの依存性、たばこ製品の年間
購入費用など経済社会に有害な結果、たばこの消費が他
者に与える影響、環境への悪影響、たばこ産業の慣行な
ど）についての内容も含める。

 ■ 警告は、サブグループ（青少年など）をターゲットとして策
定する。

 ■ 警告には、ひとつの銘柄が他の銘柄より有害性が低いこと
を示唆するような、たばこの成分及び排出物に関する定量
的または定性的な表示（タール、ニコチン、一酸化炭素の
数値）を含めないものとする。

 ■ 可能であれば、発売前に試験を行い、対象とするターゲッ
ト集団への警告の効果を評価する。

 ■ 締約国は、介入措置を実施するにあたり、成功事例として
他で用いられている包装の警告を参考にする。

 ■ 禁煙相談サービスが利用可能なところでは、禁煙支援サー
ビスの利用を高めるために警告ラベルに禁煙相談の電話
番号も記載する。

 ■ 締約国は、無地の統一包装を義務付け、ロゴ、カラー、ブラ
ンドロゴ、販促情報の使用を禁止または規制する法案の
制定を検討する。

効果的な包装及びラベル要件の策定プロセス
警告ラベルは全てのたばこの包装に表示するものとし、ラベ
ルを喫煙が健康に及ぼすリスクを正確に伝える上で効果的で
ものとしなければならない。その実現のため、指針のこの部分
では、各締約国が考慮しなければならない検討事項について
記載している。

効果的な包装及びラベル規制の策定
たばこの包装は誤解を招くものであってはならない。特にこの
指針では、排出物発生率の値をたばこの包装に表記しないこ
と、また標準的な色と字体で、ブランド名と製品名だけを包装
に表記することによって、ロゴ、ブランドロゴ、販促情報の使用
を規制した無地の統一包装を検討することを締約国に勧告し
ている。

法的措置
締約国がWHO FCTCの要件を満たす実行可能な政策を策定
し実施できるよう支援するため、この指針には、全てのたばこ
製品に効果的な警告ラベルの表示を義務付ける法案策定に
ついての数多くの具体的な勧告が記載されている。

施行
施行には適切なインフラと予算が不可欠である。締約国は、新
しいラベル政策を全ての関係者に周知徹底し、検査官または
調査官を使って輸入、輸出、小売施設で抜き取り検査を行う。
違反に対しては迅速に対応し、可能であれば、一般市民が違
反を報告し、苦情を申し立てられるようにする。

包装及びラベル政策の監視と評価
たばこ規制政策の効果の監視と評価は、その影響を評価し、改
善が必要なところを明らかにし、新たな優良事例を増やすた
めに不可欠である。この指針は、監視と評価について現在進行
中であるとしている。

国際協力
この指針は包装及びラベル規定の効果を最大化するため、国
際協力が必要であると述べている。WHO FCTCはいくつかの
地域における締約国間の協力、情報及び専門知識の交換、支
援の機会を作り、促進している。
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第12条－教育、情報の伝達、訓練及び啓発
たばこ規制問題の啓発の促進と強化に
あたり、最も効果の高い警告ラベルでも
十分な成果が得られないことを認識し、
WHO FCTC第12条では締約国の義務とし
て他の手段の採用を定めている。第12条
では、たばこの依存性、たばこの消費やた

ばこの煙にさらされることの危険性と害な
らびに、たばこの生産が健康、経済、環境
に与える悪影響について、幅広く利用可能
な包括的情報を一般市民に提供すること
を締約国に義務付けている。また締約国
には、たばこ産業についてのさまざまな

教育、情報の伝達、 
訓練を包括的たばこ規制プログラムに 

盛り込むと最も効果的である。

情報を一般市民も利用できるようにする
よう義務付けている。
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第12条の指針の目的は、たばこの生産や消費と二次喫煙によ
る健康、社会、経済、環境への影響について人々を教育し、情
報を伝達し、訓練するのに必要な主要政策を明らかにし、締
約国がこれらの施策を支援するのに必要な持続可能なイン
フラを構築できるよう導くことである。WHO FCTCの他の指針
と同様、この指針も入手可能な最良の根拠、最良事例及び経
験をもとに策定されている。この指針は実施のための一連の
指導指針も示している。第12条の指針の内容は次の6つの部
分で構成されている。（4）:

啓発のためのインフラ整備
この指針は、効果的に一般市民を啓発するにはしっかりした
持続可能なインフラが必要であることを強調し、そのひとつと
して、たばこ規制の中枢機関の設置を挙げている。この中枢機
関は国家政府内にあって、たばこ関連の教育、情報伝達及び
訓練のプログラムの実施を主導し、調整し、促進し、またこれら
のプログラムを監視し評価するものである。

効果的な教育、情報伝達、訓練プログラムの実
施
この指針は、啓発に関連する主要な用語の定義と、締約国が効
果的な戦略を実施するための戦術を示している。これらの定義
は、教育、情報の伝達、訓練を包括的たばこ規制プログラムに
盛り込むと最も効果的であること、また効果を維持する持続可
能なアプローチが必要であることを強調している。

市民社会の参加
締約国に対し、たばこ規制の教育、情報伝達、訓練プログラムの
企画、開発、実施、監視、評価に、市民社会を積極的に参加させ
ることを推奨している。また政府は、コミュニティにおけるたば
こ規制に関する重要な指導者を特定して、その参加を仰ぐもの
とする。また、たばこ規制に取り組む市民運動に対して、直接的
な財政支援やその他の援助の提供を検討すべきである。

たばこ産業に関する情報の幅広い利用の保証

この指針は、たばこ規制に対するたばこ産業の間接的な対抗
策に関する数多くの戦略を概説しており、WHO FCTC第5条3
項で規定されている、たばこ産業の影響が政策に及ばないよ
うにするための義務について言及している。たばこ規制の教
育、情報伝達、訓練の効果を高めるためには、たばこ産業につ
いての正確かつ真実の情報が必要となる。また締約国は、この
ような情報を一般市民がいつでも自由に利用できるようにし
なければならない。

国際協力の強化

この指針は、各国間で情報と優良事例を共有することが重要
であり、世界規模でたばこ規制の啓発を行うためには協力が
重要であることを認識するものである。

実施の監視と指針の改正

この指針は、比較を容易にし、傾向を観察し、明確な実施目標
を与えられるように、締約国が情報の伝達、教育、訓練政策を
監視し、評価し、改正する必要性を強調している。また必要性
の判断、目標の策定、啓発プログラム開始前に必要な資源の
特定も、評価の対象としなければならない。

また、第12条の指針には10の付属書類が添付されているが、
これらは実用的な実施のアイデアを提供するものである。付
属書類は一覧表で、包括的なたばこ規制プログラム内の教
育、情報の伝達、訓練などの活動を実施するための行動計画
チェックリストも含まれている。これらのチェックリストの後に
はさらに8つのリストが添付され、啓発、教育、訓練の具体的
なテーマ分野について詳細に示している。

第12条実施のための指針
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人はたばこの使用の害について正確な情報を
得る権利がある
たばこ製品の消費者には、喫煙やその他
の形態のたばこ使用の危険性について、
正確な情報を得る基本的な権利がある。

（5）WHO FCTCは、たばこの消費削減の
根本となる必要条件は、たばこの使用とた
ばこの煙にさらされることが健康に与える
影響、その依存性、それによって生じる障
害や若年者の死亡の可能性を、全ての人
に伝えることだと認識している。

たばこの使用と二次喫煙の危険性につい
ての教育は、たばこの使用を開始する、あ
るいは使い続けるという個人の判断に影
響を与えうる。一般市民にたばこの危険性
について警告する究極の目的のひとつは、
たばこの使用についての社会規範を変え
ることである。そうすれば、多くの人がたば
こを使用しないことを選択し、他のたばこ
規制政策に対する支持を増やすことにも
なる。.

たばこの使用の害に気付いて
いない人が多い

たばこの使用の危険性については明らか
な根拠があるにもかかわらず、世界中の
多くの喫煙者は、自分自身や他人への危
険性を軽視している。（6）多くの人が、たば
この消費は健康に害があることを一般論
として知っていても、たばこの使用に関す
るさまざまな点が十分に説明されていな

たばこの危険性について
の警告
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いため、ほとんどの喫煙者にはそれがよく
理解されていない。

多くの喫煙者は、たばこ製品やたばこの煙
に含まれる有害な化学物質と、たばこ消
費がさまざまな原因となる特定の疾病の
幅広さ（7）に対する知識がなく、喫煙が肺
がん以外のがん、心臓疾患、脳卒中、その
他の多くの疾病の原因にもなることを知
らないことが多い。（8）また「ライト」や「低
タール」の紙巻たばこ製品は害が少ない

という誤った考えを持っている喫煙者も
多い。（9－11）

このような知識の欠如が、たばこの使用に
伴うリスクについて大きな誤解を生んで
いる。その結果、喫煙者はたばこの使用が
自分自身の健康に及ぼす危険性や、二次
喫煙によって他人の健康に及ぼす危険性
をかなり軽視する傾向がある。喫煙者は、

長期的なたばこの消費による障害や死亡
の可能性、あるいは二次喫煙によって生じ
る害をきちんと正確に評価することが少
ない。多くの非喫煙者も、二次喫煙の危険
性を認識していない。（12）

たばこに非常に強力な依存性があること
もあまり知られていない。喫煙者も含めて
多くの人は、たばこの消費は単に「悪癖」

たばこ包装に警告表示がある国ではたばこの害についての 
知識が高い

出典：(6)

たばこの消費削減に効果があると実証されている政策には、
たばこの包装への健康警告ラベルの表示義務付けや、 

たばこの使用の害を示す強力な 
マスメディア・キャンペーンなどがある。

脳卒中 性的不能

「喫煙が原因で生じる」 「喫煙の煙に含まれている」

包装に警告表示あり警告表示なし

一酸化炭素非喫煙者のがん シアン化物

知
っ
て
い
る
と
答
え
た
喫
煙
者
の
割
合
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であり、依存ではないと考えている。（13）
どれほど短期間にニコチン依存症になる
可能性があるか、そして依存症がどれほど
深刻になるか、十分理解していないことが
多く、意思があれば健康問題が生じる前
に簡単にやめられると簡単に考えている。

たばこの使用の真の危険性を示すには、
科学的根拠に基づいた健康警告が必要と
なる。このような警告は、たばこ製品の包
装に直接表示し、（まだ禁止されていない
場合は）たばこ広告や販促資材の中に記
載し、さまざまな種類のメディアにおける
反たばこ広告に盛り込まなければならな
い。たばこの消費削減に効果があると実
証されている政策としては、たばこ包装の
健康警告ラベル表示の義務付けやたばこ
使用の害を示す強力なマスメディア・キャ
ンペーンなどがある。（14）.

青少年にも成人にもメリットが
ある成人対象のアプローチ

思春期は、たばこの使用を始める可能性
が最も高いため（15）、たばこの使用を始
める前に、若い人々に害を知らせることが
とりわけ重要となる。健康警告は、たばこ
包装の警告ラベル表示や、反たばこマス
メディア・キャンペーンなど、さまざまな方
法で伝えられる。青少年に効果的に警告
を与えるには、成人とは異なるアプローチ
が必要だという考えが広く信じられている
が、全ての年齢層を対象とした幅広い教
育の取り組みのほうが、特に青少年だけ
をターゲットとするより、青少年の行動に
影響を与える上で効果的であることが示
されている。（16）子供がたばこの使用を
始めないようにする子供向けの反たばこ

プログラムは人気の高い政策で、広く一般
受けするが、学校の保健教育授業の一環
として行っても、青少年が喫煙を試みたり
開始したりするのを大幅に減らすのには
役立っていない。（17、18）子供向けの反た
ばこ教育イニシアチブだけを重視してい
ると、もっと包括的な国民全体に向けた、
長期的な影響をねらったアプローチが弱
体化してしまう可能性がある。（19）.
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人には、たばこの害についての情報を得る 
基本的な権利がある。 

各国はそれを与える法的な義務がある。
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健康警告ラベルは効果がある

たばこ包装への効果的な健康警告ラベル
の表示は、包装のマーケティング効果を
下げるなど、いくつかの目的を果たしてい
る。たばこの広告、販促、後援を禁止する
ところが増え、たばこ製品の従来のマーケ
ティング方法はいっそう規制が強化され
ているため、たばこ産業は主要なマーケ
ティング手段として紙巻たばこ製品の包
装への依存度を増やしている。（16、20、
21）警告ラベルはたばこ製品の包装の
マーケティング効果を低減し、たばこ企業
がブランド認知の強化をしにくくする。

たばこ包装のマーケティング効果を最も
大きく引き下げるのは、統一された（すな
わち「無地」または「標準的」）包装を使うと

きである。これは無地の背景に単色の標
準書体を使い、製品を特定するのに最小
限の情報だけを記載し、それ以外にはロ
ゴも定型書体も色も、意匠や画像も、ある
いは説明文を付け加えることもしないとい
うものである。統一包装はたばこの消費
の危険性についての正しい認識を高め、
喫煙率を下げる可能性があるため（21）、
ロゴ、色、ブランド画像、その他の販促情
報を使用禁止とする取り組みは現在勢い
を増しつつある。包装が地味であるほど、
表記されるブランド要素は少なくなり、包
装に対する喫煙者の好感度が低下し、写
真付き健康警告から受ける影響が大きく
なる（22）。オーストラリアの国会は2011年
にたばこの統一包装を義務付ける法案制
定について審議しているが、これが採択さ
れると、2012年7月からオーストラリアは

世界で最初に統一包装を義務付けた国に
なる。

また警告ラベルは、包装をマーケティン
グ的な価値を持つものから、公衆衛生の
メッセージを持つものに転換させる。効
果的な警告ラベルは、健康への危険性に
対する喫煙者の認識を高め（6）、禁煙に
ついて考える機会を増やし、たばこの消
費を減らす（23－25）。WHO FCTCの要件
に完全に合った目立つ健康警告は、喫煙
者に向けた最も直接的な健康のメッセー
ジであり（6、26、27）、喫煙者がたばこ製
品を購入または消費するたびに、彼らの
もとに届くことになる。（28、29）また警告
は非喫煙者の目にも入り、喫煙や喫煙を
始めることに対する彼らの認識に影響を
与え、最終的にはたばこのイメージを変

たばこの包装に表示する健康警告ラベル

効果的な警告ラベルは、 
健康へのリスクに対する 
喫煙者の認識を高め、 

禁煙について考える機会
を増やし、たばこの消費を

減らす。

オーストラリア政府がたばこ製品の統一包装として提案しているデザイン
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カナダでは写真付き警告ラベルの導入によって喫煙者
の禁煙意志が向上

出典：（29）

え、その消費を「常態化しない」ために役
立つことになる（30）（効果的な警告ラベ
ルの特徴についてのWHO FCTCの指針
は、前章に詳述されている）。.

現在使用できる科学的根拠は、紙巻たば
こ製品の包装に表示された健康警告ラベ
ルの影響を検証したものがほとんどだが、
絵表示付き健康警告ラベルも、青少年に
とって無煙たばこ製品の魅力を低下させ、
その危険性をはっきりと認識させる効果
があることがわかっている。（31）

絵表示付き警告ラベルは特に
影響力が大きい

絵表示付き健康警告は文章だけの警告
より効果が高い（6、28、32－38）が、その
理由のひとつは、より多くの人の目に留ま
り、より多くの情報を提供し、その画像に
対して感情的な反応を喚起するからであ
る。（28、39）絵表示付き健康警告は、識字
率が低く文章のメッセージを理解できな
い人の多い国々ではさらに重要である。
強烈な健康警告のほうが、弱い警告や一
般的な警告より効果が長続きする傾向が
ある。（28）喫煙者は最近見た警告のほう
が思い出しやすいため（40）、警告ラベル
を一定期間ごとに変更し、定期的に新し
いラベルを導入することが重要である。

喫煙者が、最もよく目に留まり効果が高
いと評価しているのは、絵や写真のつい
た警告ラベルであるため（27、32）、警告
ラベルのサイズが大きければ、効果も高
くなる。（28）現在紙巻たばこ製品の包装
につける絵表示付き健康警告要件でサ
イズが最も大きい（包装の表と裏の平均
で）国は、ウルグアイ（80%）、モーリシャス

（65%）、メキシコ（65%）の3カ国である。.

警告包装導入前の喫煙者の禁煙意志 警告包装導入後の喫煙者の禁煙意志

禁
煙
し
よ
う
と
思
っ
た
喫
煙
者
の
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合
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包装の表側の警告の大きさは、直接的な
影響を与える上で最も重要である。なぜな
ら包装は一般に表側を向けて陳列されて
おり、喫煙者は包装の表側を見ながら、箱
から紙巻たばこを取りだすことが最も多
いからである。(28) 箱の下部ではなく最上
部に警告ラベルを表示することも、視認性
を高め、小売店での陳列時に警告をより
隠しにくくする効果がある。

カナダは2001年に世界で初めて、大きな
写真付きの健康警告ラベルを紙巻たばこ
製品の包装に導入したが、導入後にラベ
ルを読み、それについて考え、話し合った
喫煙者は、禁煙したり、禁煙を試みたり、
喫煙量を減らしたりする傾向が高かった。

（29）10人の元喫煙者のうち約3名が、
警告ラベルによって禁煙意欲が生まれた

と報告し、4分の1以上が警告ラベルは禁
煙を維持するのに役だったと答えている。

（41）また別のカナダの研究では、喫煙者
の5人に1人が、箱の警告ラベルを見て喫
煙量を減らしたと報告している。（42）

オーストラリアは2006年に写真付き健康
警告ラベルを導入したが、それによって喫
煙者の半分以上が、自分は喫煙関連の疾
病によって死亡する危険性が高いと考え
るようになり、38%が禁煙する気になった。

（40）その他、ブラジル（26）、シンガポー
ル（43）、タイ（44）など、絵表示付き健康
警告を実施した国々も、喫煙関連の行動
に同様の効果があったと報告している。ま
た、写真付き健康警告によって、喫煙者は
非喫煙者の健康を守るため、自宅での喫
煙量を減らしたり、子供たちの近くで喫煙

するのを避けたりするようになった。（43、
45）.

健康警告ラベルは禁煙相談の
宣伝に役立つ

強烈な写真付き警告ラベルを見ると、喫
煙者はたばこの消費量を減らし、禁煙を
検討する傾向が高い。（25）たばこの包装
に、健康警告だけでなく、禁煙支援サービ
スの情報を直接記載すると、喫煙者の禁
煙意欲が高まる可能性がある。たばこの
包装に直接電話番号を記載して禁煙相談
の宣伝をすれば、禁煙相談サービスが利
用できることが分かり（46）、禁煙の手助け
を求める喫煙者からの電話が増えること
がいくつかの国の経験でも明らかになっ
ている。（46）.
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警告ラベルに対する青少年の
反応

写真付き健康警告に対しては、青少年も
成人と同じように反応する。（16）写真付き
警告ラベルは青少年の喫煙開始を防止し

（47）、既に喫煙者である場合も、減煙や
禁煙を検討する可能性が高い。（48）児童
と青少年についての多くの研究によると、
健康警告ラベルに具体的な病名を記載す
る方が、一般的な警告より信憑性が高くな
り、絵表示付き健康警告は、青少年に喫煙
の健康に対する危険性や減煙を考えさせ
る効果がある。（49－51）.

警告ラベルによる政府のメリッ
ト

たばこの包装の警告ラベルは、ほとんど政
府の費用負担なく実施できる。（28、32）一
般に、警告ラベルには一般市民の圧倒的
な支持があり、その支持のレベルは85－
90%以上（52－54）で、喫煙者さえラベル
表示要件に賛成している者がほとんどで
ある。警告は禁煙環境を確立するなど、他
のたばこ規制政策を一般市民に容認して
もらうのにも役立つ。全国的なたばこ規制
プログラムが警告ラベル要件の遵守状況
を監視することは重要である。なぜなら法
律が制定されても、たばこ企業がその規
則に従わない国があるからである。（55）

多くの国で健康警告をさらに強
化できる

多くの国、特に低・中所得国の健康警告ラ
ベルは効果が薄く、警告表示を義務付け
ていない国もある。警告の言葉が弱く曖
昧で、具体的な健康の危険性に言及せず、
一般的な情報のみを与え、絵や写真なし
で小さく印刷している国が多い。警告が現
地語で印刷されていない国もある。

一般市民はおおむね警告ラベルを 
圧倒的に支持しており、 

その支持のレベルは85－90%以上
で、喫煙者さえラベル表示要件に 

賛同する者がほとんどである。
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一部の国では、紙巻たばこ製品の警告ラ
ベルのほうが他のたばこ製品や葉たばこ
の警告ラベルより強烈である。（56）その
ため人々は、他のたばこ製品や葉たばこ
は害が少ないと考えてしまう。（57）これ
は、紙巻たばこ製品より現地の他のたばこ
製品を使う割合が多い国では特に大きな
問題となる。なぜなら現地で販売される製
品は通常、警告ラベル要件の対象になら
ず、新しいラベル指針の実施も一貫してい
ないからである。

たばこ産業の効果的な警告表
示に対する議論は反論可能で
ある

健康警告は喫煙への態度を変える効果が
あるため(58)、たばこ産業は健康警告の
実施に繰り返し反対しており、特に大型の
写真付き警告の表示には抵抗を示してい
る（59）。健康警告の実施を妨げたり遅ら
せたりするため、たばこ産業はさまざまな
虚偽の主張をしている。例えば、人々は既
にたばこの消費の危険性を知っている、
絵表示付き警告に効果があるという根拠
はない、大型の写真付き健康警告はたば
こ企業の商標と知的財産権の侵害にあ

たる、警告義務は費用がかかりすぎる、警
告を実施するにはもっと時間が必要であ
る、包装されていないたばこ（紙巻たばこ
のばら売りなど）を買う人々は警告を見ら
れない、写真付き警告は喫煙者を悪者扱
いしている、政府が健康警告を出したけ
れば、政府自身が広告費を払うべきである

（60、61）などである。これらの虚偽の主
張は、しばしば健康警告法案を阻止する
ために利用されてきたが、このような主
張に対しては、警告ラベルの効果と合法
性についての事実で対抗できる。オース
トラリアでは一部のたばこメーカーが、ま
もなく制定される統一包装の要件やその
他、禁煙法や増税などのたばこ規制政策

たばこの包装の 
警告ラベルは、 

政府への 
費用負担を 

ほとんどかけずに 
実施できる。
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について、政府に苦情を呈するよう喫煙
者を促すカードを、紙巻たばこの箱の中
に挿入し始めている。（62）

警 告 ラ ベ ル に 関 する W H O 
FCTCの要件と推奨指針

WHO FCTC第11条では、たばこの包装に
表示する健康警告ラベルは特定の規定を
満たさなければならないと定めている。す
なわち、管轄権を有する国家機関によって
承認され、主たる表示面の30%以上、でき
れば50%を占め、大きく明瞭で見えやすく
判読が可能なもので、誤解を招く用語（「ラ
イト」や「マイルド」）を使用せず、同時に複
数の警告を使用するか、一定期間後に新

しい警告を導入するか、いずれかの方法
で定期的に変更し、該当する成分やたば
こ製品の排出物に関する情報を記載し、そ
の国の主たる言語で表示する、というもの
である。第11条（2）の指針には、健康警告
ラベルについての他の勧告も多く記され
ている（WHO FCTCの警告ラベル要件と推
奨内容の詳細については前章を参照のこ
と）。

絵や写真付きの 
警告ラベルは、 

最もよく目に留ま
るとして 

喫煙者から高い 
評価を得ている。
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メディアはたばこ規制の取り組
みに重要

メディアは、報道ニュースや批評、娯楽番
組、有料の広告や販売促進などを含み、た
ばこに関する知識、意見、態度、行動の形
成に重要な役割を果たし、たばこの使用
やたばこ規制問題について個人や政策立
案者に極めて強力な影響を与えうる。（16、
63、64）その結果、マスメディアによる広
告キャンペーンは、たばこ規制プログラム
の重要な構成要素のひとつとなっている。

（16、65、66）

2010年11月、COPは締約国が条約の義務
を果たすのを支援するため、WHO FCTCの

反たばこマスメディア・キャンペーン

第12条（教育、情報伝達、訓練及び啓発）の
実施指針を採択した（第12条の指針につ
いての詳細は前章を参照のこと）。 

反たばこマスメディア・キャン
ペーンでたばこ消費削減が可
能

反たばこマスメディア・キャンペーンは、
喫煙と二次喫煙の有害性、特に健康に与
える有害な影響についての認識を高める
ために用いられる。（67）また反たばこ広
告はたばこのない社会の利点を説明し、
一般市民が不快に思うようなたばこ産業
の戦術を明らかにするのに用いることも
できる。このようなキャンペーンは、喫煙
者の態度や考え方を変えるのに役立ち、さ

らには喫煙関連の行動を変えることにつ
ながる。特にたばこの消費を減らし、禁煙
意欲を高めるだけでなく、非喫煙者の二
次喫煙を減らすことにもなる。（16）

反たばこ広告はたばこ危険性について
のメッセージを発信するものである。広
告キャンペーンはあらゆる種類のメディア

（テレビ、ラジオ、印刷物、広告板、その他
の屋外広告、インターネット）（16）、あるい
はその他、喫煙者の目に留まりやすい事物

（紙マッチのカバーなど）を使って行える。
（68）反たばこマスメディア・キャンペー
ンは経費が高いが、他の介入措置に比べ
て費用対効果は高く、多くの人々に迅速か
つ効率よく伝えられるので、より大きな影
響が期待できる。（16）
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広告は、たばこ産業の宣伝によって作り上
げられた、たばこ使用の好ましいイメージ
に対抗し、たばこの使用が危険の少ない
習慣であるという間違った考えを正すの
に活用できる。（67）このようにたばこの使
用についての社会規範を変えることで、他
のたばこの消費削減計画をさらに後押し
することにもなる。（70）

現在施行中の多面的なたばこ規制プログ
ラムの中では、多額の資金で集中的に反
たばこマスメディア・キャンペーンを実施
することが最も効果的である。これはただ
単に個別の介入措置の影響を合わせるよ
り、複数の介入措置の相乗効果を活用す
る方が、喫煙を減らす能力が大きいとい
う理由にもよる。（16、71、72）しかし、他の
たばこ規制介入がなくても、マスメディア・

キャンペーンは単独でも効果が高いこと
が示されている。

健康警告ラベルの場合と同様、現在使用
できる根拠は、高所得国の紙巻たばこの
喫煙に関するマスメディア・キャンペーン
の影響を調べたものがほとんどである。し
かし、低・中所得国で明らかになった根拠
や、他のタイプのたばこの使用の根拠も
次 と々報告されている。（73－75）

最も効果の高い広告メディアは
テレビ

一般にテレビは最も強力な情報伝達メ
ディアと考えられており、テレビ広告は特
に効果が高いとされている。（16）反たば

こテレビ広告はラジオや印刷メディアの
広告より印象度が高いが（76、77）、その理
由は、テレビでは視覚的なイメージが使
いやすいからである。そのため、たばこと
健康への危険な影響との結びつきを強調
できる。苦痛や病気を映像で見せることに
よって、たばこの使用が人間に与える影響
をより正確に描きだし、たばこの使用を社
会的に望ましくない悪いものとして明確
に伝えられるのである。反たばこ広告キャ
ンペーンの費用が限られている国では、テ
レビ広告のほかに、またはテレビ広告の
代わりの情報伝達メディアとして、費用の
安いラジオ広告を使っても効果がある。特
に、テレビ番組よりラジオ放送のほうが大
勢の人々に届くようなところでは効果が高
い。（78）

反たばこマスメディア・キャンペーンは経費が高いが、 
他の介入措置に比べて費用対効果は高く、 

多くの人々に迅速かつ効率よく伝えられるので、 
より大きな影響が期待できる。



30 WHO　2011年世界のたばこの流行に関する報告

効果的な反たばこマスメディア・キャン
ペーンにより、成人喫煙者は禁煙の可能
性が高くなり（79）、青少年は喫煙習慣を
身につける可能性が低くなるため（80）、
成人にも青少年にも同じような効果をも
たらす。頻繁な広告キャンペーン放送によ
り十分な程度の情報公開を行うことで、成
人喫煙率を下げ（81、82) 、青少年の喫煙
を減らし（83、84）、電話無料相談の禁煙
支援サービスを求める喫煙者の数が増え

（85）、成人喫煙率が増加し（86）、結果と
して、青少年の喫煙に対する態度や考え
方や意志に着実にプラスの変化が生まれ
る。（88）反たばこテレビ広告をごくわずか
視聴しただけでも、喫煙しないという青少
年の意志を強め、将来喫煙者になる可能
性を低くできる。（89）

世界成人たばこ調査（GATS）の結果が、テ
レビやラジオの反たばこ広告がその国の
大部分の人々に届くことを証明している。

（90）国によって違いがあるのは、現在行
われている反たばこメディア・キャンペー
ンの頻度と期間及びテレビやラジオの利
用度の違いに関係している場合がある。 

ソーシャルメディアの重要性が
増している

最も広範囲の人々に使用されているの
は従来のメディアだが、インターネットな
どの新しいソーシャルメディアの使用も
急速に拡大している。これらの新しい情
報伝達方法は、青少年に情報を伝える上

で、ますます効果的になってきている。な
ぜなら青少年は、他のメディアより新しい
メディアに接する機会がはるかに多いこ
とがあるからである。このような新しい形
のメディアは、青少年の喫煙開始を防止
したり、成人の禁煙を支援したりする反
喫煙メッセージを広めるのに利用できる。

（16、91）しかし、これらの新しい情報伝
達方法を利用するにあたっては、科学的
根拠に基づいた規定の禁煙指針（カウン
セリング、無料禁煙電話相談、薬物療法な
ど）を遵守することが重要である。(92).
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強烈なテーマの反たばこマスメ
ディア・キャンペーンは禁煙へ
の説得力を持つ

疾病の症例写真や、苦しみや死を目前に
している人を見せるキャンペーンは、たば
この使用の害をはっきりと示し、特に喫煙
者を禁煙させる説得力を持つ。（93－95）

広告のターゲットは、いつでも可能な限り
若年層から中年までの成人とすべきで、自
分自身がたばこ関連の疾病に苦しんでい
るか、あるいは誰か（親など）が病気になり
悪影響をつぶさに見たことがあるかどう
かは関係ないものとする。こうすることで、
たばこ関連の疾病の影響を受けるのは
年配者だけだという一般の思い込みを払

しょくすることにつながる。

強烈なテーマの反たばこキャペーンは情報提供キャンペーンより
も効果的（ブラジル、サンパウロ）

図中の差は全て有意（p.<0.05） 
出典：（74）

疾病の症例写真や、苦しみや死を目前にしている人を見せる
キャンペーンは、たばこの使用の害をはっきりと示し、 

特に喫煙者を禁煙させる説得力がある。

個人的に重要なことを 
言っている

他の広告より説得力がある

情報提供キャンペーン 強烈なテーマの反たばこキャンペーン

禁煙してみたいと 
言う気になった（喫煙者）

回
答
者
の
割
合
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成人を主な対象として作成されたキャン
ペーンは青少年にも同様の効果を持つ
が（96、97）、青少年に焦点を絞った広告
が成人に同様の影響を与えることはない。

（98）喫煙が健康に与える影響やその他
のマイナス点を強調した広告は青少年に
最も効果があると思われるが（16、99－
101）、二次喫煙の害やたばこ産業の策略
に焦点を当てたメッセージも青少年の喫
煙を防止する上で高い効果が見込まれる
戦略である（102、103）。青少年は、感情に
強く訴える広告を強く記憶に留める傾向
がある。（104）成人では、強い否定的な感

も青少年については、反たばこ広告への
反応を判断する場合、民族性や国民性よ
り広告の内容やその他の特徴のほうが重
要になる（108－110）。さらに、多くの研究
によると、成人喫煙者と非喫煙者は、両者
間に文化や地理的な違いが認識された場
合でも、感情的な反応を引き出す写真に
は同じような反応を見せることが示されて
いる。（105）選んだ方法がターゲット視聴
者の共感を呼ぶかどうかを確認するため、
メッセージを事前にテストすることが重要
である。

情を引き出す広告は最も効果が高いと評
価されるが、ユーモアのある広告は効果
が低いと見なされている。（16、105）最近
禁煙した成人喫煙者には、喫煙が原因の
疾病を描いた広告、または禁煙を維持で
きる実用的な助言を与える広告が最も役
に立つと考えられている。（106）

反たばこマスメディア・キャンペーンは一
般に、ターゲットとするさまざまな人種や
民族集団の文化価値に合わせて作成する
と、さらに効果が上がると考えられている
が、必ずしもそうではない（107）。少なくと

効果的な反たばこマスメディア・キャンペーンにより、 
成人喫煙者は禁煙の可能性が高くなり、 

青少年は喫煙習慣を身につける可能性が低くなるため、 
成人にも青少年にも同じような効果をもたらす。
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反たばこマスメディア・キャン
ペーンは禁煙支援サービスの
普及に役立つ

マスメディア広告キャンペーンはそれ自
体効果的な介入措置だが、たばこの使用
者に禁煙支援サービスについての情報を
与え、禁煙電話相談へと誘導する方法とし
ても有用である。（111）広告で禁煙電話相
談サービスを直接宣伝すると、喫煙者が
禁煙の支援を求めるよう促すことになる。

（85）しかし禁煙メッセージは、社会が喫
煙への容認度を下げようとしている環境
において、最も効力を発揮する。

例えばニューヨーク市は、市独自の包括的
なたばこ規制プログラムを実施している
が、今年の反たばこ広告を重点的に実施
した期間中には、キャンペーンを行わな
かった昨年の同時期に比べて、禁煙支援

を求める電話が4倍に増加した。（112）ま
た多くの研究でも、禁煙電話相談の割合
から見ると、社会経済的地位の低い人々
は、反喫煙テレビ広告に対する反応が低
いことが示されているので、弱者層に情報
を届けるためにはさらに多くの取り組み
が必要である。（113）

反たばこマスメディア・キャン
ペーンは費用が高いが、費用対
効果も高い

広告キャンペーンは多くの人々にメッセー
ジを届ける費用対効果の高い方法といえ
るが、費用もかかる。テレビ広告は通常、
包括的なたばこ規制プログラムの中で最
も高くつくものである。（16）各国は独自の
キャンペーン素材を作成するのに必要な
時間と費用を節約するため、他所で使わ
れている広告をうまく改定していることが

多い。（114）キャンペーン素材に人間が登
場しなければ、これが最も簡単な方法だ
が、改定する場合は、地理的な背景、人種
や民族的なアイデンティティ、言語などの
違いも反映しなければならない。最も重
視すべきことは、効果的だという評価が出
ている既存の素材を使うか改定すること
である。適切な既存の素材がない場合は
新しい素材を使うが、可能であればそれ
を広く使う前にテストすることが必要であ
る。

成人向けキャンペーンは青少年喫煙者と非喫煙者に
も効果的（オーストラリア）

出典：（97）

自分の知っている青少年の中に 
キャンペーンをきっかけに禁煙または 

禁煙を試みた者がいる

キャンペーンのせいで前より喫煙が 
格好いいとか望ましいと思えなくなった

成
人
向
け
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
見
た
青
少
年
の
中
で「
は
い
」と
回
答
し
た
者
の
割
合
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放送時間や印刷メディアのスペースには
費用がかかるが、それに加えて制作費も必
要となる。反たばこ広告の制作は、たばこ
産業の広告やマーケティング資料と同じ
品質と説得力を実現しなければならない。
通常、制作費と放送時間またはスペースに
は費用が必要だが、政府の補助金や非政
府組織の資金、または放送局の放送時間
の助成金などによって、無料または割引で
提供されることもある。（16）たばこ規制プ
ログラムも、例えば他の政府機関との共同
発注によってさらに大きなボリューム・ディ
スカウントを得れば、その財源を最大限
活用できる。また、政府によっては、たばこ
への課税やその他からの歳入をメディア・
キャンペーン費用の少なくとも一部に充て
ているところもある。

米国では1960年代、まだテレビのたばこ
広告が禁止されていないころ、テレビ局は
反たばこ広告を無料で放送することが義
務付けられていた。これはたばこの消費を
減らし、喫煙率を下げ、喫煙開始を抑える
のに効果があった。（115－117）現在、一部
の国では、反たばこ広告テレビキャンペー
ンのために無料の放送時間を提供するこ
とを義務付けているが、このような広告の
質と内容はばらつきが大きい。

多くの研究によると、高所得国の政府は反
たばこの保健情報の伝達と批判広告費用
として、1人当たり年間約1.50－4.00米ドル

（たばこ規制支出総額の約15－20%）を
費やすべきだという。（70）しかし現在のと
ころ、低・中所得国については比較できる
推定値も推奨値もない。

反たばこマスメディア・キャン
ペーンは継続する必要がある

広告の効果は複雑で、他の介入措置に
よって間接的に拡散することも多いため

（118）、反たばこ広告戦略が永続効果を
持つためには通常長期間にわたって持続
的に露出していく必要がある。（119）広告
キャンペーンは、問題を認識させるために
少なくとも6カ月、態度に影響を与えるた
めには12－18カ月、行動を変えるには18
－24カ月間続けなければならない。（120）
反たばこメディア・キャンペーンが長期間
しっかり行われれば、成人と青少年の喫煙
が持続的に減少する可能性がそれだけ高
くなる。（79、81、121）しかし多くのたばこ
規制プログラムでは、これだけの期間キャ
ンペーンを実施する資源が足りないこと
が多く、短期のキャンペーンでもいくらか
の影響を与えられるため、上記の勧告は

反たばこマスメディア・キャンペーンによって禁煙支援を求める電
話が増加（オーストラリア、ビクトリア州）

*テレビ広告視聴率（TARP）はテレビ広告の影響力を測る標準尺度で、特定の集団内において一定の時間内に広告を視聴した人の
数を示す。
出典：（113）
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目標として考えるべきで、短期間のキャン
ペーンをやめるべきではない。

逆に、反たばこキャンペーンが停止する
と、喫煙が増える可能性がある。（122－
124）わずか3週間のキャンペーンでも、青
少年の喫煙開始を減らすのに目に見える
影響を及ぼしうる。特に挑発的なテーマを
用い、何年にもわたって繰り返し行い、さ
らに印刷物やその他のメディアの広告を
加えれば、その影響は大きい。（125）人を
引き付ける力の弱いメッセージより、感情
により訴えるテレビ広告のほうが、数は少
なくても視聴者の記憶に残るので、キャン
ペーン費用を削減できる。（104） 

計画と評価は重要なキャンペー
ン要素

反たばこ広告キャンペーンを策定し、その
効果を評価するためには、継続的な計画
と評価が必要となる。どんな種類の社会
マーケティング・プロジェクトでも、そのプ
ロセスには計画、実施、評価の3段階が含
まれる。下記の表には、各段階で行う行動
と、各キャンペーン要素のパフォーマンス
目標を示している。（126）

たばこ産業は反たばこマスメ
ディア・キャンペーンを阻止しよ
うと戦っている

一般的にたばこ産業はたばこ規制の取り
組みを弱める戦略の一環として、反たば
こ広告キャンペーンの効果を妨げたり制

限したりするために、反たばこキャンペー
ンが正確性に欠き、政府の資源を誤用し
ていると主張することも多い。（16）全ての
反たばこマスメディア・キャンペーンが、
科学的根拠によってすぐに立証できる主
張に基づいていれば、この種の挑戦にも
負けずにすむ。たばこ産業はこれまで、事
業規模を縮小しようとする政府の行動へ
の対応として、独自の反たばこ広告を作成
し、今後さらに厳しい規制が制定されない
ようにし、善良な企業市民してのイメージ
を宣伝しようとしてきた。（16、127、128）し
かしこれらの取り組みは、少々内容を変え
た製品広告であることが多く（16）、喫煙を
減らす効果がなく、特に青少年の間では
喫煙を増やすことさえある。（87、101、129
－132）WHO FCTC第5条3項の指針（133）
には、青少年喫煙防止やその他のキャン
ペーンを実施するにあたって、政府機関と
たばこ産業との提携を防止するいくつも
の勧告が記載されている。

反たばこマスメディア・キャンペーンの策定枠組み
段階 評価 パフォーマンス目標

計画
ターゲット視聴者を特定
目標、戦略、活動を計画
素材の改定または作成

たばこ規制戦略 キャンペーンは包括的なたばこ規制プログラムの不
可欠な一要素

基礎調査 ターゲット視聴者の知識、態度、喫煙行動を徹底的
に理解し、目標と戦略の指針とする

事前テスト キャンペーンの目的に合うように素材を事前にテス
トし改良する

実施
ターゲット視聴者への露出と影響を最大
限にするメディア戦略の策定と実施 

広告の出稿 キャンペーンのターゲット視聴者に効果的かつ効率
的に情報を届けるメディアのプランニングとバイイ
ング

無料掲載メディアと広報 キャンペーンのためさらに無料のメディア報道を獲
得する

評価
キャンペーンの実施と影響の評価

プロセスの評価 キャンペーンの実施状況を評価する

結果の評価 キャンペーンの影響を評価する

出典：（126）
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無料で「獲得」したメディアには
大きな影響力がある

有料広告に経費を使用することなくメディ
ア露出を得ることは「無料掲載」メディア
として知られており、広告料金を払う代わ
りに広報活動によってメディア露出を得
るものである。ニュースメディアは一般市
民向け健康情報の主要な情報源であり、
たばこ規制計画全体の骨組みの働きを
する。さらに、このたばこ規制計画自体の
ニュース性も高まりつつある。（16）たば
こ規制の取り組みは、メディアを通じた世
論の形成によって補完できるが、このア
プローチは十分活用されないことが多い。

（16）無料でニュース報道をしてもらうこ
とで、非常に効果的かつ低予算でたばこ
の害について一般市民に情報を与え、た

ばこ規制計画に注目を集め、たばこ産業
の虚報に対抗できる。

メディアに対する広報活動は積極的に行
い、たばこ規制に何らかの進展があれば
必ず、メディアの関与を促すべきである。
メディアは常々公共の利益の擁護者と見
られることを望んでいるので（135）、たば
こ規制問題については喜んで報道する傾
向があり（16）、どんなニュースにも必ず、
強力なたばこ規制を提言する考え方が含
まれるようにすることが重要である。少な
くともプレスリリースを発表すれば、メディ
アに大きく取り上げられる可能性がある

（136）。

たばこ規制問題のニュース報道が増える
と、たばこの消費が減り、禁煙の試みが増

え（137－139）、青少年の間では喫煙によ
る害についての認識が高まる。（140）きち
んと管理された広報に支えられたマスメ
ディア・キャンペーンは、多くの人々にキャ
ンペーンを知らせ、反応を呼び起こし、大
きな影響を与えられる。無料で獲得したメ
ディアにおける露出も、たばこ規制政策の
改正が実施されたときには、喫煙者の禁
煙意欲を高める効果がある。（141）
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無料でニュース報道をしてもらうことで、 
非常に効果的かつ低予算でたばこの害について一般市民に

情報を与え、たばこ規制計画に注目を集め、 
たばこ産業の虚報に対抗できる。

教育、情報伝達、訓練及び啓発
に関するWHO FCTCの要件と
指針

WHO FCTC第12条は、適宜、利用可能なあ
らゆる情報伝達手段を使って、たばこ規制
問題についての一般市民の意識を高め強
化することを締約国に義務付けている。こ
の目的のため、締約国は、たばこの使用と
たばこの煙にさらされることが健康に与
える危険性や、禁煙のメリットについての
教育プログラムを推進する義務がある。ま
た、たばこ産業や、たばこの生産と消費が
健康、経済、環境に与える悪影響について
の情報を、一般市民がすぐ利用できるよう
にしなければならない。ヘルスワーカー、
コミュニティワーカー、教育者、意思決定
者、その他の関係者が取り組んでいる啓

発プログラムも支援されるべきである。締
約国はさらに、一般市民、民間機関、NGO
の間の機関間プログラムの作成を推進す
ることも義務付けられている。第12条4項
の指針には、教育、情報伝達、訓練、啓発
についてのその他の勧告が数多く記載さ
れている（勧告の詳細は前章を参照）。
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WHOたばこの規制に関する枠組条約は
次のように記している。（1）第20条：締約
国は･･･たばこの消費及びたばこの煙に
さらされることの規模、形態、決定要因及
び影響に関する･･･監視のためのプログ

たばこの使用と防止政策を監視する

ラムを作成する。締約国は･･･地域的及
び国際的にデータを比較し、かつ、分析
できるようにするため、たばこの監視プロ
グラムを国、地域及び世界的規模の保健
監視プログラムに統合すべきである･･･。

第21条：締約国は･･･この条約の実施に
ついて定期的な報告を･･･提出する。

世界成人たばこ調査（2008－2010年）を完了した14カ国における 
成人のたばこ使用流行度

最近の成果と進捗状況 
2010年末までに、世界人口の54%を占める14の低・中所得国で、
世界成人たばこ調査（GATS）が完了した。全てのGATSのデータ
は国際比較が可能であり、たばこの使用の的確な概算値を出せ
る。またGATSにより、MPOWER政策の進展状況ならびに政策構
築の格差を追跡できる。たばこの使用とMPOWER政策の進展

状況を測定するための一連の標準化された質問、「たばこ調査
に関する質問（TQS）」が2011年に発表される。これらの質問は
GATSの質問と合致するもので、各国が、国際的に比較可能なた
ばこの流行度を計測するため、現在行われている、もしくは今後
行う予定の調査に利用できる。

効果的な対策の実施を継続し
はずみをつける

出典：（90）
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たばこの使用の流行度の監視－最も大きな成果を挙げた国 （々2010年）

監視

たばこの使用とたばこの規制政策の達成度を監視することは、 
この流行を理解し、阻止し、他の5つのMPOWER政策を 

確実に成功させるのに不可欠である。

たばこの使用と防止政策を監視する

最も大きな成果を挙げた国：アルゼンチン、アルメニア*、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア*、カナダ、チェコ共和国、デンマーク、ジブチ*、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、
ガーナ*、アイスランド*、インド、インドネシア*、イラン・イスラム共和国、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、ヨルダン、キルギスタン*、ラトビア、レバノン*、リトアニア、ルクセンブルク*、マルタ、
モーリタニア、モンゴル*、モロッコ*、ミャンマー*、ナミビア*、オランダ、ニュージーランド*、ノルウェー、パナマ*、フィリピン*、ポーランド、ポルトガル、大韓民国、モルドバ共和国*、ルーマニア*、セルビ
ア、スロベニア、スペイン、スリランカ*、スワジランド、スウェーデン、スイス、タイ*、トルコ*、ウクライナ*、英国、アメリカ合衆国、ウルグアイ、ベトナム*

*2008年12月31日以来新たに最高水準を達成した国

高所得国 中所得国 低所得国

既知のデータなし、また最近の*
データなし、または最近のデータ
も代表的なデータもどちらのデー
タもなし

成人または青少年のどちらかの
最近の代表的なデータ

成人及び青少年の両方の最近の
代表的なデータ

成人及び青少年の両方の最近の、
代表的かつ定期的なデータ

カテゴリーの定義についてはテク
ニカルノート1を参照のこと。

国
の
割
合（
棒
グ
ラ
フ
上
の
数
字
は
国
の
数
）
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監視はたばこ規制の取り組み
に不可欠

たばこの使用とたばこ規制政策の達成度
を監視することは、流行を理解し、阻止し、
他の5つのMPOWER政策を確実に成功さ
せるために不可欠である。（142）優れた
監視制度は、無煙たばこや新しく登場しつ
つある形態のたばこ（水パイプ、電子たば
こ）の使用も含めたたばこの使用の指標
ならびに政策介入の影響を追跡できるも
のでなければならない。（143）たばこ産
業の活動も監視する必要がある。（14）正
確なデータがあれば、適切な政策を実施
し、効率的に影響を測定でき、必要な場
合、時宜にかなった調整を行える。これら
は全て成功率を大いに高めるものである。

（14） 

たばこの使用の監視は一部の
国では強化されているが、他の
多くの国ではなお弱い

「WHO　2009年世界のたばこの流行に
関する報告」が出版されてから、新たに
23カ国がたばこの使用の監視を強化し
た。成人と青少年の両方についての最近
の代表的なデータも含まれるようになり、
また現在定期的な調査を行い、これらの
データを少なくとも5年ごとに集めるよう
になった。この水準の監視を報告してい
る国は59カ国となり、これは世界の人口
の約半分の約32億人に当たる。

このような大きな前進にもかかわらず、
成人と青少年の両方についての代表的
なデータの 集 計 が な い 国、また は 全く
データのない国は100カ国にとどまらな
い。さらに30カ国は定期的なデータがな
いため、たばこの使用傾向を正確に追跡
することが難しい。2009年から2010年に

かけて14カ国に導入されたGATSは、多
くの国における監視強化の重要な手段
であり、質の高い監視を行うための手本
にもなる。世界のたばこの流行と効果的
に戦うために必要なデータを入手するに
は、一般的な健康調査の一部、あるいは
たばこだけの調査のどちらであろうと、各
国がたばこの使用とたばこ規制政策の実
施に関する調査を作成し実施することが
重要である。

一般的な健康調査の一部、あるいはたばこだけの調査の 
どちらであろうと、各国がたばこの使用とたばこ規制政策の

実施に関する調査を作成し実施することが重要である。
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フィリピンは充実した強力な保健監視インフラを備えている。
フィリピンでは1989年から保健省の主導で、たばこの使用とそ
の決定因子の監視が行われている。WHO-STEPS調査資料を用
いた全国栄養保健調査など、国及び地方レベルのさまざまな
機関によって、数々の調査が実施されてきた。

この報告書により、フィリピンのたばこの使用の監視制度では、
成人と青少年の両方について代表的な喫煙の流行度を示す最
新データを定期的に測定しており、監視の効果については、フィ
リピンは最も上位のカテゴリーに属していることが分かる。

青少年については、世界青少年たばこ調査（GYTS）が2000年、
2004年、2007年に実施された。GYTSでは、中学2年生、3年生、
高校1年生を調査し、13歳から15歳までの生徒の代表的な喫煙
流行度の概算値を出す。2000年の調査では、男子の31%、女子
の18%が現在たばこを使用していることが分かった。2004年に
は男子が21%、女子が12%に減少したが、2007年の調査では、
男子が28%、女子が18%にふたたび増加した。(144)

さらに「世界医療専門学生調査」が、2005年には薬学部3年生に
対して、また2009年には医学部3年生に対して行われた。2005
年の調査によると、薬学部の男子学生の38%、女子学生の18%
が現在喫煙していること、一度も喫煙したことのない学生の半
数以上が日ごろから家庭で、また4分の3以上が公共の場で、そ
れぞれ二次喫煙にさらされていること、薬学部の学生の約90%
が全ての屋内の公共の場を全面禁煙にすべきだと考えている
ことが明らかになった（145）。

最も新しいたばこの使用調査であるGATSは、2009年にフィリピ
ンで実施された。9705人の成人に面接調査を行い、15歳以上
の全国の成人世帯人口の代表的サンプルを抽出した。この調
査によると、男性の48%、女性の9%が現在喫煙者であること、
成人のうち調査前1カ月間に職場で二次喫煙の煙にさらされた
者は37%、家庭で二次喫煙にさらされている者は54%であるこ
と、紙巻たばこ製品の広告に気付いた者（71%）よりメディアの
反たばこ情報に気付いた者（80%）のほうが多いことが分かった

（146）。

フィリピンにおけるGATSやその他のたばこの 
使用調査の実施
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WHOたばこの規制に関する枠組条約は
次のように記している。（1）第8条：･･･たば
この煙にさらされることが死亡、疾病及び
障害を引き起こすことは科学的根拠によ
り明白に証明されている･･･。［締約国は］
屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公
共の場所及び適当な場合には他の公共
の場所におけるたばこの煙にさらされる
ことからの保護を定める･･･措置を･･･採
択し及び実施･･･する。WHO FCTC第8条
の指針は、締約国が条約第8条に定められ
た義務を果たすのを支援するために策定
されたもので、締約国が適切な措置を採
択する明確な時間軸（WHO FCTCの発効
後5年以内）を定めている。

二次喫煙は命にかかわる

二次喫煙に安全なレベルというものはな
く、二次喫煙によって、心臓病、呼吸器疾
患、肺やその他のがん（148）など、重大で
しばしば命にかかわるさまざまな疾病に
かかりやすくなる。子供も二次喫煙による

害を受けることがあり、特に胎児や新生児
は影響を受けやすい（148）。 

禁煙法が命を救う

二次喫煙から人々を保護するために有効
性が実証されている唯一の方法は、例外
を認めない全面禁煙の環境を用意する
ことである。（148）喫煙用の別室や換気
システムを設けても二次喫煙は防げない。

（148）政府は、法律制定後は、それを積
極的かつ一律に施行して高いコンプライ
アンスレベルを実現できるように、強力な
支援を維持しなければならない。（148）

多くの国や地方での経験により、効果的
な禁煙法の制定と施行が可能であること
が明らかになっている。また禁煙法の制
定と施行は一般市民により支持されてお
り、景気に悪影響を与えることなく健康を
改善できることも実証されている。（149）
依然として世論調査でも、禁煙法が制定
された地域において、禁煙法は一貫した

禁煙法

強い支持を得ていることが示されている。
（148）禁煙環境の設定により、禁煙した

いと思っている喫煙者を支援できる。また
子供やその他の非喫煙者を保護するた
め、自宅を禁煙にするよう促す働きがあ
る。（148） 

禁煙法は経済に悪影響を与え
ない

たばこ産業やサービス産業の主張とは逆
に、包括的な禁煙法が制定された全ての
国で、禁煙環境は人気が高く、実施しやす
く、サービス産業も含めて景気には何の
影響もないか、または好影響を与えるか
のどちらかであることが、実例から明らか
になっている。（149）

たばこの煙から人々を保護する

高所得国 中所得国 低所得国

全面禁煙指定なし

全面禁煙の公共の場が最大2カ
所ある

全面禁煙の公共の場が3カ所か
ら5カ所ある

全面禁煙の公共の場が6カ所か
ら7カ所ある

全ての公共の場が全面禁煙（ま
たは少なくとも人口の90%が地
方自治体禁煙条例の対象となっ
ている）

カテゴリーの定義についてはテ
クニカルノート1を参照のこと。

国
の
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たばこの煙から人々を保護する

禁煙環境－最も大きな成果を挙げた国 （々2010年）

最近の成果と進捗状況 
GATSの結果を見ると、多くの人々が相変わらず家庭や職場で二
次喫煙にさらされていることが分かる。包括的禁煙法が制定され
ている国のほうが、一部の公共の場だけを禁煙とする禁煙法の
ある国や、まったく禁煙法が定められていない国より、二次喫煙
が少ない。
2010年米国衛生総監報告書には、たばこの煙が原因で健康に害
が生じることを確認する新しい科学データが示され、たばこの主
流煙と副流煙が人体に害を与える生物学的、行動学的な仕組み
が詳細に説明されている。（150）この報告書に示された科学的根
拠と結論によって、以前の研究結果の妥当性が証明され、科学的

基盤が拡大・強化されている。また、たばこの煙にほんのわずか
にさらされただけでも、体内の全ての臓器がさまざまな方法で
悪影響を受け、病気や死亡につながることが、非常に詳しく説明
されている。
米国医学研究所によって発表されたさまざまな研究結果も一貫
して、二次喫煙により非喫煙者の冠動脈精神疾患のリスクが25－
30%高まること、また二次喫煙にさらされる程度が非常に低い場
合でもリスクが増大することを示している。（151）多くの研究によ
り、禁煙法の施行後、喫煙者と非喫煙者の心臓発作の発生率が 
6－47%減少したことが明らかになっている。（151） 

GATS調査国14カ国で、屋内で働く非喫煙者の成人が、職場で二次喫煙にさらされて
いる（2008－2010年）

出典：（90）

最も大きな成果を挙げた国：アルバニア、オース
トラリア、バルバドス*、ブータン、ブルキナ・ファ
ソ*、カナダ、チャド*、コロンビア、ギリシア*、グア
テマラ、ホンジュラス*、イラン・イスラム共和国、
アイルランド、リビア*、モルジブ*、マルタ*、マー
シャル諸島、ナミビア*、ナウル*、ニュージーラン
ド、パキスタン*、パナマ、ペルー*、セイシェル*、
スペイン*、タイ*、トリニダード・トバゴ*、トルコ、
トルクメニスタン、英国、ウルグアイ
*2008年12月31日以降新たに最高水準を達成し
た国
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禁煙政策の制定に著しい進歩

2008年から2010年の間に、16カ国で全国
包括禁煙法が新たに制定され、これで二
次喫煙から人々を最大限に保護すると定
めた国の数が31カ国になった。その結果
、世界人口の約11%に当たる7億3,900万
以上の人々が包括的な国内禁煙法によっ
て保護されており、これは2008年から3億
8,500万人以上増加したことになる。

とりわけ中所得国は、全部または一部の公
共の場の禁煙法を制定することで、積極的
にこのような保護を拡大している（テクニ

カルノート1参照）。各所得分類における約
半数の国が、2カ所より多くの公共の場を
対象とした禁煙法を制定しているが、もう
半数の国々は、1カ所もしくは2カ所の公共
の場を対象とした禁煙法の制定という最
低限の政策しか実施していないか、あるい
は全く禁煙法を制定していない。

また、地方の包括的禁煙法（条例）によって
新たに2億1,000万人（世界人口の3%）が
保護されるようになった。これは2008年か
ら約1億人増加したことを意味する。特に
進歩が著しいのはブラジルで、2008年に
制定された地方禁煙法によって7,700万人

（ブラジルの人口の約40%）が保護されて
いる。もう一か国は米国で、現在地方禁煙
法によって新たに2,100万人が保護される
ようになった。.

喫煙と二次喫煙が原因で生じる疾病

二次喫煙から人々を保護できると実証されている 
唯一の方法は、例外を認めない全面禁煙の環境を 

用意することである。

出典（150)

喫煙 二次喫煙

がん 子供 成人慢性疾患

中咽頭

中耳疾患

下気道疾患

乳幼児突然死 
症候群

呼吸器症状、 
肺機能障害

脳卒中

鼻炎

肺がん

冠動脈性 
心疾患

女性の生殖に 
与える影響： 
低出生体重

腰部骨折

女性の生殖に与える影響
（低受精率など）

肺炎

アテローム性 
末梢血管疾患

慢性閉塞性肺疾患、喘
息、その他の呼吸器に与
える影響

歯周炎

大動脈瘤

冠動脈性 
疾患

失明、

白内障

咽頭

食道

胃

膵臓

子宮頸部

膀胱

腎臓及び尿管

急性骨髄性 
白血病

気管、気管支、肺
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世界人口の約11%に当たる7億3,900万以上の人々が 
包括的な国内禁煙法によって保護されており、 

これは2008年から3億8,500万人以上増加したことを 
意味する。

インド洋に浮かぶセイシェル諸島では、WHO FCTCの第8条
（たばこの煙にさらされることからの保護）をはじめとする
いくつかの条項について、大きな進歩があった。

セイシェルでは209年8月にたばこ規制法が制定され、公共
施設と職場の建物内、交通機関、保健施設、教育施設、競技場
を含むいくつかの屋外区域を全面的に禁煙とすることが定
められた。たばこの広告、販売促進、後援も全面禁止となり、
何十年も掲示されてきたたばこ広告の撤去が正式に決定し、
新しい形態のたばこのマーケティングにも禁止が適用される
ようになった。

この報告について集めたデータによると、たばこ規制の専門
家が全員一致で同法は遵守度が高いと評価したという。最近
の調査でも、同法がきちんと遵守されていることが示されて
いる。国内の最も人気の高い38カ所のサービス施設でコン
プライアンスチェックを行い、そのうち顧客が喫煙していな
かったところは97%にのぼった。（152）

セイシェルで最初の包括的なたばこ規制法案は1996年に作
成されたが、成立しなかった。2000年に保健相によってたば
こ規制国家委員会が設置され、新しい包括法案が作成され
たが、屋内の公共の場の全面禁煙という条項が障害となっ
て、何度か否決された。国際的なたばこ規制専門家の援助を
得て、多くのコミュニティが同法案への支持を結集し、特に禁
煙規則を提唱した。この提唱が鍵となって、2009年6月に国
会で、全会一致で同法が制定する運びとなった。同法の制定
は、セイシェルが2003年にアフリカ地域で初めてWHO FCTC
を批准したことも含めて、たばこ規制の最前線に立つという
セイシェルの伝統を受け継ぐものであり、他国の手本となる
かもしれない。

セイシェルでは長期にわたるたばこ規制活動の 
総仕上げとして強力な禁煙法を制定

「喫煙は禁じられています。この場所での喫煙は法律違
反になります」
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WHOたばこの規制に関する枠組条約は
次のように記している。（1）第14条：締約
国は･･･たばこの使用の中止及びたばこ
への依存の適切な治療を促進するため
･･･効果的な措置をとる。締約国は･･･た
ばこの使用の中止を促進することを目的
とした効果的なプログラムを立案し及び
実施する･･･。WHO FCTC第14条の指針

（153）は、締約国が条約第14条に定めら
れた義務遂行を支援するために策定され
たものである。

ほとんどの喫煙者が禁煙した
がっている

たばこの危険性を認識しているほとんど
の喫煙者は禁煙したがっているが、ニコ
チンは非常に嗜癖性が強いため、支援な
しで禁煙するのは難しい。（143）最終的に
禁煙した人の大半は支援を受けることな
く成功しているが、支援があると禁煙率は

大幅に上昇する。（143）禁煙するとただち
に大きな健康上のメリットが生まれ、禁煙
して数年のうちに、たばこに関連したリス
クをほとんどなくすことができる。（143）

たばこの禁煙介入は効果的

臨 床 禁 煙 介 入 は 他 の 医 療 制 度 の 活 動
に比べるときわめて費用対効果が高い。

（14）禁煙の取り組みには3種類の治療を
含むべきである。（143）

 ■ 医療現場での禁煙のアドバイス。一次
医療関係者からの簡易なアドバイス
は禁煙率を高める。（143）

 ■ 禁煙電話相談サービス。電話の無料
相談という形で、禁煙のアドバイスと
カウンセリングも提供できる。（禁煙電
話相談として知られている）。（143）

 ■ 薬物療法。禁煙にはニコチン置換療法
（NRT）による治療があり、通常市販薬
として入手できるものと、処方箋が必
要なその他の薬剤がある。（143）薬物
療法を行うと禁煙率を2倍または3倍
にできる。（143、154） 

禁煙治療に対する政府の支援

禁煙は、第一に各国の医療制度が責任を
持って行わねばならない。（143）禁煙支援
サービスは、総合的なたばこ規制プログラ
ムの一環として行うと、きわめて効果が高
くなる。（143） 

禁煙への支援を提供する

たばこ依存症の治療

高所得国 中所得国 低所得国

データの報告なし

禁煙支援サービスなし

ニコチン置換療法（NRT）と禁煙
支援サービスのどちらか、あるい
は両方（公費負担なし）

NRTとその他の禁煙支援サービ
スのどちらか、あるいは両方（少
なくともひとつは公費負担）

全国禁煙電話相談及び公費負担
のNRTと禁煙支援サービス

カテゴリーの定義についてはテク
ニカルノート1を参照のこと。

国
の
割
合（
棒
グ
ラ
フ
上
の
数
字
は
国
の
数
）
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たばこ依存症の治療－最も大きな成果を挙げた国 （々2010年）

GATS調査国14カ国において、禁煙を計画しているか禁煙について考えている 
成人喫煙者（2008－2010年）

最近の成果と進捗状況
2010年11月、WHO FCTC締約国会議第4回会合は第14条の実施
に向けた詳細な指針を発表した（たばこ依存症と禁煙に関する
需要の削減対策）（153）。これらの指針は、禁煙意志を高め、禁煙
支援や依存症治療が幅広く利用できるようにし、禁煙を促進す
る効果的な主要対策を特定している。さらに治療を全国たばこ
規制プログラムや医療制度に取り入れるための持続可能なイン
フラを強化または設置するよう締約国に奨励するとともに、禁煙
や治療の支援の開発または強化を促進するため締約国にそれ
ぞれの経験を共有し協力するように促すことを目的としている。

治療や禁煙支援能力の拡大に向けた各国の技術的支援の
ニーズにさらに応えるため、WHO のたばこフリー・イニシアチ
ブ（TFI）は「たばこ依存症治療のための一次医療（PHC）制度の
強化」という包括的な訓練パッケージを作成した。これは各国が
WHO FCTC第14条を実施し、たばこ依存症治療のための一次医
療制度を強化できるように手助けするものである。訓練パッケー
ジは5カ国（バハマ、バルバドス、イラン、パナマ、トリニダード・ト
バゴ）でパイロット試験を行い、さらにもう2カ国で追加のパイ
ロット試験を行った後、2011年に最終決定され各国に配布され
る。

出典：（90）

最も大きな成果を挙げた国：オーストラリア、
バーレーン、ベルギー、ブラジル、カナダ、フラン
ス、イラン・イスラム共和国、アイルランド、イスラ
エル、ニュージーランド、大韓民国、ルーマニア、
サウジアラビア、シンガポール、トルコ*、アラブ
首長国連邦、英国、アメリカ合衆国、ウルグアイ
*2008年12月31日以降新たに最高水準を達成し
た国
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禁煙の包括的支援の提供はほ
とんど進んでいない

2008年から2010年までに、全国無料電話
相談、ニコチン置換療法、その他少なくと
もいくつかの禁煙支援サービスの公費負
担も含めた、包括的¹なたばこ依存症治療
の提供を新たに開始した国は1カ国（トル
コ）だった。これによって最高水準のたば
こ禁煙支援サービスを提供している国の
数は19カ国となり、9億8,000万人（世界人
口の約14%）がその対象となった。2008
年から7,600万人増加したことになる。

高所得国は必要な資金を持っているはず
なので、さまざまな禁煙支援サービスを
提供でき、その資金も出せる可能性が最
も高いが、現在この所得分類に当てはま
る国の30%はそのようなサービスを行っ
ていない。たばこ依存症治療の少なくと
も一部を公費負担することについては、
高所得国も中所得国も進歩が見られ、高
所得国の80%、中所得国の40%近くが現
在この水準以上のサービスを提供してい
る。しかし低所得国ではまだ、全国禁煙電
話相談と公費負担による禁煙支援サービ
スを行っている国はなく、現在禁煙支援

サービスの費用を公費負担している国は
8カ国のうち1国にすぎない。

1  「包括的」とは、指標０の最上位グループに認定

される国を指す。詳しくはテクニカルノート1

を参照のこと。

各種の支援を受け6カ月間禁煙を続けていると回答し
た喫煙者

禁煙するとただちに大きな健康上のメリットが生まれ、 
禁煙して数年のうちに、たばこに関連したリスクを 

ほとんどなくすことができる。

出典：（154）

最小限の支援 禁煙電話相談 禁煙電話相談と投薬

禁
煙
を
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み
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ニュージーランド（アウテアロア）は、包括的なたばこ規制戦略
の一環として、さまざまな無料禁煙支援サービスを提供してい
る。2009年の成人の喫煙率は21%で、過去20年間に約3分の1
減少したが、これは強力なたばこ規制政策と質の高い禁煙支
援サービスを続けてきた結果である。ニュージーランドが最初
に公費負担による禁煙プログラムを導入したのは1990年代後
半のことで、国際的に確立されたモデルにも
とづいた全国禁煙電話相談サービスと、「ア
ウカティ・カイパイパ」という先住民のマオリ
族を対象としたプログラムを開始した。

全国禁煙電話相談（http://www.quit.org.nz）
は、今では年間で禁煙を試みる5万人以上の
ニュージーランド国民を支援している。また
文章によるメッセージやオンラインサービス
も行うようになり、ブログのコミュニティには
3万人以上が登録し、他の人がたばこのない
未来に進めるように、禁煙体験を共有したり、
アドバイスや支援や励ましを与えたりしてい
る。

アウカティ・カイパイパのサービスもやはり、
最初のパイロット試験から今では全国で30カ
所以上に広がっているが、ここでは専門の禁
煙コーチがいて「マオリからマオリへの」1対
1のサービスを行っている。個人カウンセリン
グ・プログラムは、最初の12週間に集中的に
支援を行い、その後最初の1年間は3カ月ごと
にカウンセリングを行う。このモデルは、この
くらい個人的なサポートでなければだめだと
いう多くの人に非常に効果が高い。

また同じ時期に、「喫煙者の禁煙により良い
支援を」確実に与えることが、6項目に絞られ
た政府が掲げる保健優先目標のうちの1項目
として正式に認められるようになった。この最
終目標は、国内の病院に入院する全喫煙者の
90%が禁煙のアドバイスと支援を受けられる
ようにすることである。ニュージーランドの保
健制度はABCアプローチを使っている。すな

わち喫煙しているかどうかを尋ね（Ask）、簡易（Brief）なアドバ
イスを与え、禁煙（Cessation）支援を提供する、というものであ
る。2009年に保健目標が初めて制定されてから、2011年5月の
現在に至るまで、病院だけでも11万人以上の人々が禁煙の簡
易なアドバイスを受けている。

ニュージーランド、 
包括的な無料禁煙支援サービスを提供
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たばこの包装に表示された強
い印象を与える写真付き健康
警告ラベルを見た人の数はほ
ぼ倍増

新たに3カ国（メキシコ、ペルー、米国）で
新法が制定された。これによりたばこ製品
に表示する健康警告ラベルが主たる表示
面の50%以上を占めるように規定され、ま
た写真の使用も含めてWHO FCTC第11条
に記載された全ての主な特徴を満たすよ
うに、ラベルの要件が強化された。これで
2007年の10カ国、2008年の16カ国からの
増加した現在合計19カ国（合計人口10億
人、世界人口の約15%）で、最も厳しい健
康警告ラベル規制が義務付けられること
になった。またこれによって、世界の人口
の8%しか保護されていなかった2008年以
降、世界中で強い印象を与える写真付き健
康警告を新たに目にした人が、ほぼ2倍に

増えたことになる。世界の人口の5%しか
保護されていなかった2007年に比べると、
この最も厳しい水準の施策対象者はほぼ
3倍に増えている。

中・高所得国の人々は強力な警
告ラベルによって保護される傾
向が強い

最も厳しい警告ラベルで保護されている
人の数が増えているのは中・高所得国だ
けである。最も厳しく強力な警告ラベルを
表示している中所得国の数は2007年から
2倍に増えた。2008年から、4つの低所得国
が警告ラベルをやや強化したが、最も厳し
い警告ラベルを採用した国は、低所得国
の中ではまだひとつもない。所得水準を問
わず、87カ国において、箱の表面の30%未
満を占める小さな警告が義務付けられて

いるか、警告ラベルの要件がまったくなく、
中でも低所得国においては警告ラベルの
要件が弱い傾向がある。

少なくともある種のラベルを義
務付けている国がほとんどだ
が、まだ最も厳しい水準の警告
ラベルを実施していないところ
が多い

この報告書で分類した紙巻たばこの箱の
警告ラベルの特徴のうち、最も多く法制化
されているのは、具体的な健康警告表示
義務と、各個装と外側の包装（カートンの
包装紙など）の警告表示である。どちらの
場合も、130カ国がこれらの特徴を持った
警告ラベル表示を義務付けている。 

最も法制化されることの少ない特徴は、大

たばこの危険性について警告する

健康警告ラベル
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たばこの危険性について警告する

たばこの危険性についての健康警告ラベル－最も実施率の高い国 （々2010年）

警告ラベル

サイズが大きく、画像を取り入れている健康警告ラベルは、 
たばこの消費を減らし、命を救う。

最も実施率の高い国：オーストラリア、ボリビア
多民族国、ブラジル、ブルネイ・ダルサラーム国、
チリ、ジブチ、エジプト、イラン・イスラム共和国、
マレーシア、モーリシャス、メキシコ*、ニュージー
ランド、パナマ、ペルー*、シンガポール、タイ、米
国*、ウルグアイ、ベネズエラ・ボリバル共和国
*2008年12月31日以降新たに最高水準を達成し
た国

高所得国 中所得国 低所得国

データの報告なし

警告表示がないか、小型の警
告表示しかない

中型の警告表示だがいくつか
の特徴が欠けている、または
大型の警告表示だが多くの適
切な特徴が欠けている

中型の警告表示で適切な特
徴が全て揃っている、または
大型の警告表示だがいくつか
の適切な特徴が欠けている

大型の警告表示で適切な特
徴が全て揃っている

カテゴリーの定義については
テクニカルノート1を参照のこ
と。

国
の
割
合（
棒
グ
ラ
フ
上
の
数
字
は
国
の
数
）
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型の警告ラベルの表示で、箱の主たる表
示面（すなわち箱の表と裏）の50%以上を
占める警告ラベルを義務付けているのは
30カ国にすぎない。その次に少ないのは、
写真またはその他の絵表示を使った警告
で、これを取り入れているのはわずか42カ
国だった。

サイズが大きく、画像を取り入れている健
康警告ラベルは、最も効果的な警告とな
る。このような特徴をもっと広く実施すれ
ば、たばこの消費を減らして命を救える。

紙巻たばこの個装に表示する健康警告、各特徴を法制化した国の数

この他、半数以下の国でしか法的に規制
されていない警告ラベルの特徴は、認識
しやすい特定の書体、サイズ、色を使って
ラベルを印刷することや、常に新鮮に受け
止められ、影響が持続するように警告ラベ
ルを定期的に交換することなどである。

この報告書の優良事例の評価項目には含
まれていないが、「ライト」や「マイルド」な
どの誤解を招きやすい用語を禁止するこ
とも重要である。なぜなら、これらの用語
は一部のたばこ製品が他の製品より害が

少ないという間違った印象を与える恐れ
があるからである。紙巻たばこ製品にこの
ような用語の使用を禁止している国は合
計89カ国、無煙たばこ製品に禁止してい
る国は74カ国である。 

現在、合計19カ国で10億人の人口に対して、 
最も厳しい水準の健康警告ラベル規制が 

義務付けられている。

具体的な健康警
告が義務付けら

れている

小売販売用の各個
装と外側包装及び
ラベルに表示され

ている

警告がその国の主
言語で表記されて

いる

警告にたばこの使
用が健康に与える
悪影響が説明され

ている

箱の表面の30%以
上を占めている

警告の種類を交換
している

書体、文字サイズ、
色が規定されてい

る

警告に写真または
グラフィックが含

まれている

箱の表面の50％以
上を占めている

低所得国

中所得国

高所得国

国
の
数
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無煙たばこ製品には健康警告
ラベルがないことが多い

無煙たばこ製品が広く使われている国で
は、これらの製品に警告ラベルを直接貼
付すれば、たばこの使用者に重要な健康
情報を提供できるだろう。

126カ国の健康警告法には無煙たばこ製
品が含まれており、無煙たばこ製品と明示
されているか、全てのたばこ製品として包
括的に言及されているかどちらかである。

これらの国の多くは、無煙たばこ製品に対
して紙巻たばこ製品と同じような優良事
例の特徴を備えた警告ラベルを義務付け
ていない。無煙たばこの警告に関して、包
装の40%以上を覆う警告ラベルをつける

など、最高水準の規則を取り入れている国
はわずか7カ国（チリ、エジプト、イラン、メ
キシコ、パナマ、ペルー、ウルグアイ）しか
ない。

この126カ国の無煙たばこ法に最もよく見
られた2つの特徴は、警告はそれぞれの箱
と外側の包装に表示しなければならない
ことと、その国の主言語で表記しなければ
ならないということである。特徴の中で法
制化されることが最も少なかったのは、警
告に写真または絵表示を含めなければな
らないということである。

東南アジア地域（SEAR）では、無煙たばこ
製品が広く用いられており、11カ国のうち
7カ国が今回の報告書のために無煙たば
この使用について報告している。しかしそ

のうち、無煙たばこの包装に健康警告表
示を義務付けているのは6カ国だけ（ブー
タン、朝鮮民主主義人民共和国、インド、
モルジブ、ネパール、スリランカ）だった。
現在、東南アジア諸国の中で、無煙たばこ
製品に最も厳しい水準の健康警告を表示
している国はひとつもない。
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世界人口の28%近くが、効果的
な反たばこマスメディア・キャン
ペーンの対象となっている

この報告書では、反たばこマスメディア・
キャンペーンの評価を初めて行った。現
在、次のような適切な特徴を全て備えた
全国的なメディア・キャンペーンを行った
ことがある国は23カ国（合計人口19億以
上、世界人口の28%）に上る。

 ■ キャンペーンは政府の包括的なたばこ
規制プログラムの一部である。

 ■ キャンペーンはメディア・プランニング
戦略を利用している。

 ■ キャンペーンのメッセージと素材を作
るために調査を実施した。

 ■ キャンペーン素材は使用前にテストし
た。

反たばこマスメディア・キャンペーン

 ■ キャンペーンの実施中に監視を行い、
素材が計画通り用いられていることを
確かめた。

 ■ キャンペーンの評価を行い、影響を測
定した。

 ■ キャンペーンの補助として無料掲載メ
ディアを使用した。

この他に30カ国が上記の7つの特徴のう
ち5つ以上を備えたキャンペーンを実施し
た。

高所得国はメディア・キャンペーン実施
に必要な資金を持つと推測され、これら
の特徴の大半を備えたキャンペーンを
実施できる可能性が最も高い。しかし低・
中所得国の多くも、これらの特徴の大半
または全てを備えた効果的なキャンペー
ンを行ったことがある。しかし調査期間中

（2009年1月から2010年8月まで）は、デー
タを報告した全ての国の半分以上が、全
国的なメディア・キャンペーンを全く行っ
ていなかった。

3分の1以上の国で、主要な特
徴をいくつか備えた全国的な反
たばこマスメディア・キャンペー
ンを実施したことがある

この報告書のキャンペーン報告評価7項
目のうち、最も多く実施されていたのは、
メディア・プランニング戦略を使ったキャ
ンペーンだった。メディア・プランニング
は、キャンペーンの影響力が最も大きい
時間と場所で人々がキャンペーンに接触
できるようにするもので、キャンペーンの
重要な要素である。 

国内の所得層別マスメディア・キャンペーンの特徴

キャンペーンに
メディア・プラン
ニングを利用し

た

キャンペーンの宣
伝記事やニュース
取材を受けるため
報道関係者と協力

した

キャンペーンは包
括的な政府のたば
こ規制プログラム

の一部だった

キャンペーン素材
が計画通りに使用
されているか確認
するためメディア
の監視を行った

キャンペーンの
メッセージや素材

を作るためター
ゲット視聴者に関
する調査を行った

キャンペーンの評
価を行い、影響を

調査した

キャンペーンの実
施前に、ターゲッ

ト視聴者にキャン
ペーン素材の使用
前テストを行った

国
の
数

低所得国

中所得国

高所得国
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反たばこマスメディア・キャンペーン－最も大きな成果を挙げた国 （々2010年）

マスメディア・キャンペーン

60余りの国々が、キャンペーンは包括的な全国たばこ規制 
プログラムの一環として行われたと報告している。 

これはキャンペーンの効果を 
最大限にするための戦略である。

最も大きな成果を挙げた国：ブータン、カンボジ
ア、キューバ、デンマーク、エジプト、ギリシア、イ
ンド、アイルランド、レバノン、マレーシア、モン
ゴル、モロッコ、オランダ、ニジェール、フィリピ
ン、ロシア、サモア、セルビア、シンガポール、ス
ウェーデン、トルコ、英国、ベトナム。

高所得国 中所得国 低所得国

データ報告なし

2009年1月から2010年8月の
間に3週間以上キャンペーン
を行わなかった

1つから4つまでの適切な特徴
を備えたキャンペーンを行っ
た

5つから6つの適切な特徴を備
えたキャンペーンを行った

全ての適切な特徴を備えた
キャンペーンを行った

カテゴリーの定義については
テクニカルノート1を参照のこ
と。

国
の
割
合（
棒
グ
ラ
フ
上
の
数
字
は
国
の
数
）
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心強いことに60余りの国々が、キャンペー
ンは包括的な全国たばこ規制プログラム
の一環として行われたと報告している。こ
れはキャンペーンの効果を最大限にする
ための戦略である。この要素は低所得国
で最も多く見られたキャンペーンの特徴
で、キャンペーンを実施した10カ国全て
が、包括的な全国たばこ規制プログラム
の一環として行ったと報告している。

特徴の中で最も実施された数が少なかっ
たのは、キャンペーンの影響の評価と、
キャンペーン実施前の素材のテストであ
る。 

喫煙と二次喫煙の害に関する
警告をキャンペーンの目標とす
るところが多い

48カ国にとって最も重要なキャンペーン
目標は喫煙の害について警告すること
で、これは目的として最も多く言及され
ていた。二次喫煙の害についての警告も
キャンペーン目標とした国が多く、35カ
国が報告していた。低所得国の3分の2以
上が、たばこの使用の危険性についての
警告と二次喫煙の害についての警告を、
キャンペーンの最大の目標としていた。こ
れは重要である。なぜなら調査によると、
低所得国では喫煙と二次喫煙が健康に与
える害がよく理解されていないことが多
く、教育を充実させることが必要だからで
ある。

青少年のたばこの使用を阻止すること
も、キャンペーンの目標としているところ
が多く、35カ国から報告があった。一般的
なキャンペーンのメッセージでも青少年
の心に効果的に届くため、国全体にメッ
セージが届く強力なキャンペーンがあれ
ば、青少年を特にターゲットとする必要は
ないかもしれない。

テレビ広告は反たばこマスメディア・キャンペーンに 
最もよく用いられるメディアである。

反たばこマスメディア・キャンペーンに用いられるメディア

テレビ ラジオ 印刷物 インターネット 屋外広告 その他のメディアソーシャルメディア
またはソーシャル・
ネットワーキング・

ウェブサイト

国
の
数

低所得国

中所得国

高所得国
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放送メディアはキャンペーンに
最もよく利用される

テレビ広告は反たばこマスメディア・キャ
ンペーンに最もよく用いられるメディア
で、61カ国が利用しており、ラジオも広く
用いられている（42カ国）。放送メディアは
メッセージの到達範囲が極めて広いため、
その利用によって多くの人々に反たばこ
メッセージを提示できる。

印刷メディアも広く用いられており、42カ
国が印刷広告をキャンペーンの一環とし
て用いている。その他の対象者数が少な
いメディアは利用度も少ない。そのうちい
くつか（インターネットやソーシャルメディ
ア）についてはさらに調査が必要である。
これらの新しいメディア技術の利用は以
前より普及しているため、反たばこキャン
ペーンに利用する国の数は今後増えるこ
とが予想される。

合計19億以上の人々が住む23カ国で、 
全国反たばこマスメディア・キャンペーンが実施された。
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30年近く、紙巻たばこの箱に健康警告ラベルを表示することが
義務付けられてきた。しかし最初のラベルはサイズが小さく、
文章だけの警告で、包装の上に目立つように表示しておらず、

「喫煙は健康に害を与えます」というような一般的なメッセー
ジしか記していなかったので、迫力がなく効果がないと見なさ
れていた。しかし2000年までに、ウルグアイの保健省は、より効
果的なたばこ規制対策を実施するための対策に取り組み始め
た。

その結果、2003年の健康警告は、「喫煙はがん、肺病、心臓病の
原因になる恐れがあります」「妊娠中の喫煙は赤ちゃんに害を
与えます」など、より直接的で具体的なメッセージを表示する
ように修正された。改善されたものの、警告のサイズはやはり
小さく、目立つところに表示されず、写真も絵も使っていなかっ
た。WHO FCTCを批准してから2005年までに、ウルグアイは警
告ラベルのサイズを、包装の裏と表の主な表示面の半分を占
めるように拡大したが、写真はまだ使われていなかった。

2005年3月、国内のたばこ規制政策が大幅に強化され、保健
省によって正式な全国たばこ規制プログラムが策定された。
その後数カ月の間に、健康警告ラベルに写真が付け加えられ、

「ライト」「ウルトラライト」「マイルド」などの誤解を招くような
用語は禁止された。規制対策は2008年に一層強化され、WHO 
FCTC第11条に従い、1銘柄につき1つの表現だけを許可するこ
とになった。これは、たばこ製品の包装やラベルのデザイン、
色、あるいはこのたばこ製品は他の製品より害が少ないという
間違った印象を与える恐れのある標示など、虚偽や誤解を与え
るような方法でたばこ製品の販売促進をしないようにするた
めである。2009年には警告ラベルのサイズが、箱の主要な表
示面の80%を占めるまでに拡大された。世界成人たばこ調査
によると、健康警告サイズが拡大したことで、ウルグアイの喫煙
者の約半数が禁煙を検討中という結果が出ている。

ラベル規定の効果に対応して、たばこ企業は規制法を無効とす
るため国際仲裁を開始するという、相手側の意表を突く極めて
攻撃的なやり方で規制法に異議を申し立てた。2010年初めに、
国際たばこ企業は、ウルグアイがスイスとの二国間投資協定に
違反したとして、世界銀行の国際投資紛争解決センターに仲裁
請求を提出したと発表した。ウルグアイ政府は国際たばこ規制
活動組織の助けを得て、同法を積極的に擁護している。

既に強力な健康警告ラベル要件を設定している国は、それを
さらに強化できる。カナダは写真付きのラベルを義務付けた
最初の国で、現在はそのラベルがたばこの箱の表と裏の50%
を占めるように定めているが、ラベルのサイズをさらに箱の
主な表示面の75%を占めるようにすることを提案している。ラ
ベルの内容も、順に用いられる16種類の新しい写真付き健康
警告と、色と写真を一新した8種類の新しい健康情報メッセー
ジ、さらに新しい全国無料禁煙相談の電話番号とウェブポータ
ルの宣伝を付け加えた。写真付き健康警告の影響力を高めよ
うとしているもうひとつの国はオーストラリアである。国会は
2011年にたばこの統一包装を義務付ける法案を採択すると見
られており、この法案が制定されると、オーストラリアでは2012
年7月から世界初の統一包装が義務化されることになる。

ウルグアイ、WHO FCTC要件に従い、箱の大部分を占め
る写真付き警告ラベルを義務化 

「たばこを吸う人は臭い。
喫煙は口臭、歯の汚れ、不快な臭いの原因になる。」
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モ ーリシャスで
は 、た ば この 使
用が非感染疾病
の蔓延の主因と
なっている。包括
的たばこ規制5カ
年計画の一環と
して、モーリシャ
スは2008年11月
に 新しい た ばこ
規 則 を 制 定し 、
アフリカ の 中 で
初めて、そして唯
一、紙巻たばこの

箱に写真付き健康警告表示を義務化した国となった。これら
の警告は、箱の主な表示総面積の平均65%を占め、世界で最
も大きく、かつ目を引くものとなっている。

写真付き健康警告は8種類を順に用いるようになっており、
依存性、二次喫煙、健康への害をテーマとしたもので、他国の
調査結果や優良事例体験をもとに選出した。これらの警告は
事前にテストを行い、定性的手法を用いて、その妥当性、明瞭
性、受容度、適切性、訴求性及び同国の多文化・多民族社会の
ニーズへの尊重を評価した。

評価により、新しい写真付き警告ラベルは、以前の文章だけの
警告より大幅に効果が増大したことが分かった。喫煙者から
は、新しい警告ラベルに気付いた、以前よりラベルに注目する
ようになった、警告ラベルのせいで不快感または警戒感を覚
えるようになった、喫煙量を減らす可能性、または完全禁煙へ
の意欲が高まったという報告が増えた。モーリシャスは人々の
注意や関心を維持するために、今後も新しい写真付き健康警
告ラベルシリーズを導入し、たばこの防止規制戦略の包括法
案に沿った取り組みをしていくつもりである。

たばこが健康に与える害についての情報を求める声が高まる
中、ジブチの保健省たばこ規制局は、高額な情報資料制作費
用や大規模な教育・情報伝達活動の開始など、多くの課題を抱
えていた。可能な限り少ない費用で健康情報を国民に直接提
供し、WHO FCTCの要件も満たす方法として、ジブチ政府は強
烈な健康警告ラベルをたばこの包装に表示することにした。

海外のたばこ規制専門家や国内組織の支援を得て、さまざま
な警告ラベルの画像の事前テストが行われた。最終的には、喫
煙者自身の健康への害と、二次喫煙により他者に及ぼす危険
性を喫煙者に知らせるため、強烈な画像を表示した11種類の
ラベルが選ばれた。また、たばこ産業の反対を覆し、箱の表と
裏の両面の50%における写真付きラベルの掲載と、両面の健
康メッセージ表記を義務付けた。

この警告ラベルは2009年から実施され、しかも政府には何の
負担も生じなかった。これらの新しいラベルの影響を監視した
結果、ラベルの効果が実証された。1年もたたないうちに、箱
の警告ラベルに「強烈な」画像を表示したたばこ製品の売上

は、「もっと穏やか
な」画像を表示し
た 製 品 の 売 上 に
比べて、大幅に減
少した。その結果、
ジブチは2012年
から新シリーズと
して、さらに強 烈
な 画 像 の つ い た
警告ラベルを表示
することを提案し
ている。水パイプ
の喫煙に用いるた
ばこ製品の健康警
告ラベルには、現
在何の要件も定められていない。水パイプの使用が増加して
いるため、これらの製品の警告ラベルも強化する必要がある。

.

ジブチ、情報を求める国民の声に答えて強烈な 
写真付き健康警告ラベルを実施

“SMOKING: Causes fatal lung 
cancer.”

モーリシャス、写真付きの大型警告ラベルを実施

「喫煙の結果は長く苦しい死」
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ロシアの喫煙者は4,300万人で、その喫煙率は男性が60%、女性
が20%と世界屈指の高さである。保健省は2010年後半まで、包
括的なたばこ規制を義務付けてこなかったが、たばこ規制専門
家は2008年初めから、強烈な反たばこ広告キャンペーンのた
めの基礎固めを始めていた。

たばこ規制専門家らは、全国たばこ規制プログラムを実施する
よう政府に促す戦略の一環として、ロシアの主要地域を、メディ
ア・キャンペーンを行うのに必要な人口規模、利用可能な資源、
政治意志をもとに評価した。他国で効果があった広告素材を改
定し、チュバシア、クラスノダルスク、モスクワ、サマラの地域行
政府に技術支援を提供して、広告キャンペーンを放送した。

政府が乗り出したことで、大幅割引価格でのメディアバイイン
グが可能となり、無料掲載メディアも利用でき、キャンペーンの
メッセージを広範囲に届けられた。例えばモスクワでは、17万
5,000米ドルの広告費で、約250万米ドル相当のメディア露出効
果を上げた。モスクワの調査結果を評価したところ、このキャン
ペーンによって人々は喫煙とその害について話すことが増え、
喫煙者は禁煙を検討していることが分かった。これらのキャン

ペーンの成功によって、いくつかの地方自治体及び地域の政府
も禁煙計画や禁煙法令を推進するようになり、2010年9月には
ロシア政府が包括的な全国たばこ規制戦略を制定するに至っ
た。

ロシアの主要地域では、 
強烈な反たばこ広告の実施が 
変化のきっかけに

「喫煙はあなたと、あなたの愛する者の命を奪う－今すぐ
禁煙を！」

トルコ、反たばこ広告のためにラジオとテレビの 
無料放送時間拡大

トルコでは1996年から、ラジオ局とテレビ局に対して、反たばこ
教育プログラムと広告のために、毎月最低90分間の無料放送
時間を提供するよう義務付けている。しかしテレビチャンネル
は普通、これらの広告を早朝または深夜に放送するため、反た
ばこメッセージを視聴できる人はわずかしかいなかった。

2003年、トルコ国会保健委員会の委員長が、新しいたばこ規制
法案の作成を開始した。この法案の中には、メッセージがもっと
多くの成人に届くように、また子供たちに届く可能性を高めるよ
うに、日中から夜（8時から22時）の間に反たばこ教育プログラ
ムを放送することを義務付けるという規定が盛り込まれた。さら
に同法は、このメッセージを毎月少なくとも30分間、夕方のゴー
ルデンタイム（17時から22時）に放送することも定めている。こ
の時間帯は最も視聴率の高い番組枠である。

トルコではテレビやラジオのチャンネルが非常に多いため、施
行上いくつかの問題があったが、今では無料放送時間は効果
的な反たばこ広告の事前テストに用いられている。他の国々は
現在、無料放送時間を義務付けたトルコのたばこ規制法を、全
国たばこ規制法案を作成する手本として検証している。.

「たばこに火をつけると、僕が病気になる」
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インド政府は、全国たばこ規制プログラムの中で年間約500万
米ドルを反たばこマスメディア・キャンペーンに充てている。ご
く最近行われたキャンペーンでは、最新の「世界における成人
を対象としたたばこ調査」結果でインドの4分の1以上の成人が
無煙たばこを使用していることが判明するなど、次々と明らかに
なる根拠をもとに、無煙たばこの使用の有害な影響を取り上げ
た。

このキャンペーンは6週間ずつ3段階にわけて1年以上行われ、
無煙たばこの使用の危険性を一般市民に警告した。第1段階は

2009年11月から12月まで、11種類の現
地語で、テレビとラジオで放送された。
これには、たばこ関連のがんに罹患して
いる患者の生 し々い映像と、口腔がんの
外科医が噛みたばこ使用者に見られる
外見の損傷について説明するところを
放映した。またこのキャンペーンでは、
インド北東部の視聴者向けに改編した
ものを2010年初めに8週間放映した。
キャンペーンの評価では、印象度、影響
度ともに高い結果が出た。

無煙たばこ撲滅キャンペーンの第2段
階は、2011年1月から3月まで、16言語で
テレビとラジオで放送された。このキャ
ンペーンでは、噛みたばこが原因の口
腔がんで死亡した24歳の無煙たばこ使
用者、ムケシュ・ハラネを取り上げたほ
か、無煙たばこの使用が原因で醜く変形

したりや致死のがんに苦しんでいるムンバイのタタ記念病院の
患者たちを放映した。このキャンペーンに対しては多くの報道
が行われ、国内の無煙たばこの流行についての事実に光を当
てる一助となった。

厚生省とタタ記念病院は、無煙たばこ製品の危険を提唱する基
盤となるウェブサイト（http:www.chewonthis.in）を共同で作成
し立ち上げた。無煙たばこの使用の害に関するテレビとラジオ
の広告を補完するため、携帯メールを使った画期的なモバイル
技術も利用されている。 

インド政府、無煙たばこの危険性を強調する 
キャンペーンを放送
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WHOたばこの規制に関する枠組条約は
次のように記している。（1）第13条：･･･広
告、販売促進及び後援の包括的な禁止が
たばこ製品の消費を減少させるであろう
･･･。締約国は･･･あらゆるたばこの広告、
販売促進及び後援の包括的な禁止を行
う。

包括的な禁止が必要

たばこ製品のマーケティングは、現在の
喫煙者にもっと喫煙するよう促し、禁煙意
欲を低下させ、青少年に喫煙の開始を促
すものである。（143）たばこの広告、販売
促進及び後援はたばこの使用を常態化さ
せ、その害について人々を教育する取り組

みを妨げる。（143）このような活動を全面
禁止すれば、たばこ産業がまだたばこの
使用を始めていない青少年や禁煙したい
と考えている成人のたばこ使用者を対象
にマーケティングを続けるのをやめさせ
られる。（143） 

禁止は効果がある

直接的・間接的な広告はどちらも禁止しな
ければならない。（143）あらゆるたばこの
広告、販売促進及び後援の包括的な禁止
をすれば、他のたばこ規制介入がなくても

（143）、たばこの消費を約7%減らすこと
ができ、中には16%も消費が減った国もあ
る。（143）

禁止は全面的かつ厳正に施行
する必要がある

禁止は包括的でなければならない。部分
的な禁止はほとんど、あるいはまったく効
果がなく（143）、間接的な形のマーケティ
ングはたいてい除外されている。（143）自
主規制も効果がない。たばこ産業は広告
禁止の抜け穴を見つけようとするため、法
案をしっかり作成し、厳正に施行すること
が必要である。（143） 

たばこの広告、販売促進、 
後援の禁止法を実施する

広告、販売促進及び後援の禁止

高所得国 中所得国 低所得国

データの報告なし

まったく禁止なし、または国内のテ
レビ、ラジオ、印刷メディアを対象
とした禁止なし

国内のテレビ、ラジオ、印刷メディ
アだけの禁止

国内のテレビ、ラジオ、印刷メディ
アの禁止ならびに全面的ではな
い一部の直接及び間接的な広告
を禁止

直接及び間接的な広告の全面禁
止

カテゴリーの定義についてはテク
ニカルノート1を参照のこと。

国
の
割
合（
棒
グ
ラ
フ
上
の
数
字
は
国
の
数
）
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あらゆるたばこの広告、販売促進及び 
後援の包括的な禁止をすれば、 
他のたばこ規制介入がなくても、 

たばこの消費を約7%減らすことができ、 
中には16%も消費が減った国もある。

たばこの広告、販売促進、後援の禁止法施行－最も大きな成果を挙げた国々
（2010年）

最近の成果と進捗状況 
メディアにおけるたばこ産業の活動の精査が進めることで、広告
禁止法の違反やWHO FCTCの遵守違反に焦点をあてられるよう
になり、またイベント後援についての世論を形成できるようにな
る。中国では、メディアによる否定的な報道と、中国の保健部門
及びたばこ規制活動家からの提唱によって、2010年の上海万国
博覧会などの注目度の高いいくつかのイベントにおけるたばこ
企業の後援が取りやめになった（155）。2010年11月に広州で開
かれた第16回アジア大会は、このような否定的な世論を避ける
ため、また中国のWHO FCTCに対する義務を尊重し、スポーツを
通じて公衆衛生を推進するため、たばこ企業の後援やたばこ製
品の広告、販売を含めて、最初から完全にたばこを排除して行わ
れた（156）。

インドネシアでは、たばこ規制活動家がメディアと積極的な協
力関係を結んだ。報道関係者へ働きかけた結果、アリシア・キー
ズ、ケリー・クラークソンなど人気歌手による注目度の高いコン
サートなどのたばこ企業によるイベント後援の公表報道が行
われ、批判的な世評によって後援は取りやめざるをえなくなった

（157）。

最も大きな成果を挙げた国：チャド*、コロンビア
*、ジブチ、エリトリア、イラン・イスラム共和国、ヨ
ルダン、ケニア、クウェート、マダガスカル、モンテ
ネグロ、ミャンマー、ニジェール、ノルウェー、パナ
マ、カタール、スーダン、シリア・アラブ共和国*、
タイ、アラブ首長国連邦
*2008年12月31日以降新たに最高水準を達成し
た国
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たばこの広告、販売促進、後援の包
括的禁止はなかなか進まない

2008年から2010年までに、直接的、間接
的な、あらゆる形態の広告を対象とした、
たばこの広告、販売促進、後援の包括禁止
法を新たに制定した国は3カ国（チャド、コ
ロンビア、シリアアラブ共和国）だった。現
在19カ国の4億2,500万人、世界人口の6%
に当たる人々が、たばこ産業の宣伝戦術
から十分に保護されており、2008年に比
べると対象者は8,000万人増加している。

この19カ国のうち、低所得国は6カ国、高
所得国は4カ国である。

国内のテレビ、ラジオ、印刷物のたばこ広
告を禁止し、その他の直接的及び間接的
な広告は全面的ではなく部分的に禁止し
た国は110カ国増えた。しかしこの禁止水
準では、たばこの広告や宣伝から人々を
守るのに不十分である。あとの74カ国（全
体の38%）は、たばこの広告、販売促進、後
援について全く規制がないか、最低限の
規制しかない。

禁止は包括的でなければならない。 
部分的な禁止はほとんど、あるいはまったく効果がなく、 

間接的なマーケティングはたいてい除外されている。
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人口400万のチッタゴン市は、バングラデシュ第2の都市であ
る。この町には、市と緊密に協力にしてたばこ規制計画を進め
ようとする、たばこ規制支援組織の活動的なネットワークがあ
る。2010年、この支援活動はチッタゴン市行政府を支援し、紙
巻たばこの銘柄の書かれたライターなど、代理広告やブランド
拡張による間接的な広告も含め、あらゆるたばこの広告を禁
じる条例の制定にこぎつけた。

現在バングラデシュは全国的に広告板によるたばこの広告を
禁じているが、この法律は間接広告、店頭広告、その他の販売
促進活動を対象であると明示しておらず、全体的な施行状態

も最良であるとは言えない。チッタゴン市の条例は、広告板を
使用したあらゆるたばこ広告を禁止し、法の施行の明確な仕
組みを作り上げることで、全国的な法規制を拡大・強化するも
のである。

この条例の制定後、全てのたばこ広告の広告板がただちに撤
去され、その後まもなく店頭広告などその他のあらゆる形態
の広告も姿を消した。たばこ規制支援組織は、禁止条例を効果
的に施行するため、市と協力を続けている。

バングラデシュのチッタゴン市、 
強力な広告禁止条例を制定

現在19カ国の4億2,500万人、世界人口の6%に当たる人々
が、たばこ産業の宣伝戦術から十分に保護されており、 
2008年に比べると対象者は8,000万人増加している。 

この19カ国のほとんどが低・中所得国である。

禁止前 禁止後
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WHOたばこの規制に関する枠組条約は
次のように記している。（1）第6条：価格及
び課税に関する措置が･･･たばこの消費
を減少させることに関する効果的及び重
要な手段である･･･。［各締約国は］･･･措
置を採択･･･すべきである。その措置に
は、次のことが含まれる。･･･たばこの消費
の減少を目指す保健上の目的に寄与する
ため、たばこ製品に対する課税政策及び
･･･価格政策を実施する･･･。第15条：たば
こ製品のあらゆる形態の不法な取引（密
輸、不法な製造及び偽造を含む。）をなく
すること･･･が、たばこの規制の不可欠な
要素である･･･。

増税はたばこの使用を減らす
最善の方法

増税によってたばこの価格を引き上げ
ることは、たばこの使用を減らし、喫煙者
に喫煙を促す最も効果的な介入である。

（143）青少年が喫煙を始めないように

し、貧困層のたばこの使用を減らす上で、
増税は特に効果がある。（143）小売価格を
それぞれ10%引き上げると、高所得国で
の消費量は約4%、低・中所得国では最大
で8%減少し、喫煙率はそれぞれ約2%と約
4%程度減少する。（14） 

増税は歳入増加につながる

たばこ税は一般に広く受け入れられてお
り、多くの喫煙者も支持している。これは
ほとんどの人がたばこの使用が有害であ
ることを知っているからである。（143）増
税によって政府の歳入は増え、それをた
ばこ規制やその他の重要な保健や社会
のプログラムに用いることができる。税収
をこのように配分すれば、増税に対する
国民の支持をさらに高められる（143）。.

強力な税務管理がコンプライア
ンスを改善する

増税したからといって、必ずしも密輸が
増加するわけではない。密輸の決定因子
としては課税率の違いよりグッド・ガバナ
ンス（良い統治）のほうが重要性が高い。

（143）各国は税務管理と税関管理能力を
強化すべきであり、特に密輸や脱税が多
いところではこの強化が重要である。（14） 

課税はインフレと所得に歩調を
合わせなければならない

インフレと所得増加と購買力の複合効果
を相殺するため、定期的に増税する必要
がある（143）。紙巻たばこ製品の実質価格
の上昇速度が消費者の購買力の上昇ほど
速くない限り、たばこは比較的手ごろな価
格になってしまい、消費は増える（14）。 

たばこの課税を引き上げる

紙巻たばこ製品への課税

高所得国 中所得国 低所得国

データ報告なし

課税率は小売価格の25%未満

課税率は小売価格の26－50%

課税率は小売価格の51－75%

課税率は小売価格の75%超

カテゴリーの定義についてはテク
ニカルノート1を参照のこと。
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たばこの課税を引き上げる

たばこの課税引き上げ－最も大きな成果を挙げた国 （々2010年）

増税によってたばこの価格を引き上げることは、 
たばこの使用を減らし、喫煙者に禁煙を促す 

最も効果的な介入である。

最近の成果と進捗状況
各国のたばこの課税と価格の引き上げを支援するため、WHO
は外部の専門家と協議の上、全ての国が使用できる「たばこの
課税管理に関する技術マニュアル」（158）を作成し、現在はさま
ざまな地域で、財務省関係者や国家財政の技術専門家向けに
たばこの課税に関するトレーニング・ワークショップを開いてい
る。

WHO FCTC締約国会議第4回会合で、WHO FCTC第6条（たばこ
の需要を減少させるための価格及び課税に関する措置）の実
施のための指針作成作業部会が設置された（159）。またCOPで
は、政府間交渉機関にたばこの非合法取引をなくすための議定
書案を作成することを命じ、COPは2012年にその承認に向けた
協議を行うこととした。

最も大きな成果を挙げた国：アルゼンチン*、ベ
ルギー、ブルガリア、チリ、クック諸島、チェコ共和
国、エストニア、フィンランド、フランス、ギリシア
*、ハンガリー*、アイルランド、イスラエル*、イタ
リア*、ラトビア*、リトアニア*、マダガスカル*、マ
ルタ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア*、スロ
バキア、スロベニア*、スペイン、トルコ*、英国、ヨ
ルダン西岸及びガザ地区*
*2008年12月31日以降新たに最高水準を達成し
た国
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課税とたばこ価格の値上げの
歩調が合っていない国もある

現在、26カ国と1つの地域で、たばこの課
税率が小売価格の75%を上回っている。
2008年以降、11カ国と1つの地域（アルゼ
ンチン、ギリシア、ハンガリー、イスラエル、
イタリア、ラトビア、リトアニア、マダガスカ
ル、ルーマニア、スロベニア、トルコ、ヨル
ダン西岸とガザ地区）で、小売価格の75%
を上回るようにたばこの課税が引き上げ
られた。しかし2008年にその水準のたば
こ税を課していた6カ国は、2010年までに
小売価格に占めるたばこの課税の割合が

75%の基準値より低くなった。これは必ず
しも税率の引き下げによるのではなく、値
上りしても税率（主に特定の税額に定め
られている場合）が上がらなかったため
である。また、以前この水準の課税を報告
していた2カ国（キューバとフィジー）から
は、2010年の課税データの報告がなかっ
た。この結果、現在推奨税率の75%を課税
している国と地域は4カ所の純増となり、
2008年以降新たに最高水準の課税で保
護された人が1億1,500万人増え、合計で
世界人口の8%に当たる5億3,900万人を
上回った。

高所得国は小売価格の75%を上回るよう
な十分に高い税率を課す傾向が高い。そ
の基準値が50%になってもやはり同じこと
がいえる。しかし現在小売価格の75%の税
率を課している国は低所得国ではわずか
1国、中所得国でも全体の10%未満しかな
い。

2008年以降、11カ国と1つの地域で、 
小売価格の75%を上回るようにたばこ税が 

引き上げられた。

平均小売価格と課税

注：各国の購買力の違いを明らかにするため、価格は購買力平価（PPP）で調整したドルまたは国際ドルで表されている。高所得国45カ国、中
所得国89カ国、低所得国33カ国の、最もよく売れた銘柄の価格、消費税、その他の税及びPPP換算要因をもとに算出。

高所得国 中所得国 低所得国

価格から税を差し引いたもの

税総額＝
PPP3.23 ドル

（個装価格
の66%）

税総額＝
PPP1.73ドル

（個装価格
の48%）

税総額＝PPP0.81
ドル（個装価格の
42%）

税総額＝PPP1.87
ドル（個装価格の
52%）

その他の税

1個装当たりの消費税

全世界

１
個
装
当
た
り
の
価
格
と
課
税（
P
P
P
米
ド
ル
）
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2010年7月、エジプトの財務省は、課税回避を減らし、歳入を
増やし、たばこの消費の削減によって公衆衛生の改善をはか
るため、たばこ製品の税制を改正した。政府は多段階課税を
撤廃し、価格にもとづく8種類の税率と、一律で紙巻たばこ1個
装当たり40%の従価税と1.25エジプトポンド（約0.20USドル）
の単一特別税を課すこととした。葉たばこの課税率も100%引
き上げられた。

新税制では、紙巻たばこ1個装当たりの税総額は平均で87%
増加した。これによって平均小売価格は約44%値上がりした。
このような増税による紙巻たばこの値上げで、紙巻たばこの
消費を21%、喫煙率を10%余り減らせると予想され、それに

よって成人喫煙者の数を89万3,000人減らし、約20万8,000人
の若年層の死亡を予防できる。

エジプトのたばこへの増税決定に関しては、医療システムを
改正し、健康保険の対象を広げるため、さらなる資金を確保し
ようとする政府の動きもひとつの要因となった。（160）たばこ
の消費を減らし、医療に使うための資金を増やすという2つの
目標を目指したエジプトのアプローチは、他国にも貴重な教
訓となるだろう。

税制の簡素化によるたばこ税の引き上げによって、歳入は2倍に、 
消費は5分の1に、喫煙率は10%以上減ると予測される

注記：多段階課税と、2）2010年7月に実施された政策とでは、税制（多段階課税を廃止）が変化し、消費税率が引き上げられた。シナリオ2では、消費税歳入が2倍
以上に増えた。また価格が値上がりし、紙巻たばこの消費と喫煙者数が大きく減少した。

エジプト、たばこ消費税を改正・増加し、 
増収分を保健プログラムの資金に割当て

消
費
税（
単
位
：
1
0
億
エ
ジ
プ
ト
ポ
ン
ド
）

消
費
と
喫
煙
率
の
変
化
の
割
合

シナリオ1：変化なし シナリオ2：多段階課税を撤廃、税の引き上げ
（2010年7月）

2010年の消費税（単位：10億エ
ジプトポンド）

予測される消費量の変化の割合
（%）

予測される喫煙率の変化の割合
（%）
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WHOたばこの規制に関する枠組条約は
次のように記している。（1）第5条：締約国
は･･･多くの部門における包括的な自国
の戦略、計画及びプログラムであってたば
この規制のためのものを策定し、実施し、
並びに定期的に更新し及び検討する。･･･

（そして）たばこ規制のための国内におけ
る調整の仕組み又は中央連絡先を確立し
又は強化し、およびこれらに資金を供与す
ること。また、WHO FCTC第26条2項には、
締約国は、この条約の目的を達成するた
めの国内の活動に関して資金上の支援を
提供すると記されている。（1）

全国プログラムはたばこ規制の
取り組みを進めるために必要

たばこの流行を抑制し、たばこの使用を削
減するためには、効果的で持続可能な国
内たばこ規制プログラム（NTCP）を実施す

る国の能力を増強することが不可欠であ
る。（143）保健省が中心となってNTCPの
ための戦略計画を作成し、指導するべき
である。（143）政府組織の高層機関におい
て国内調整機構を設置し、公的な権限を
持ってたばこ規制のインフラを構築し、政
策の実施を調整することが必要であろう。

（14）

大国の場合は、より効果的に全国で施策
を実行するため、地方に権限を分権して、
NTCPを柔軟に実施できるようにすべきで
ある。（14）たばこ規制施策は地方自治体
が実施しているところがほとんどなので、
施策の成功は、地方の公衆衛生専門家と
行政指導者が十分な資源と適切な権限を
持っているかにかかっている。（14）たば
この流行度は社会の不平等を映し出すよ
うに、ほとんどの場合、所得、年齢、民族集
団、性別により異なる。国内たばこ規制プ
ログラムはたばこ消費削減を目的として

いるので、たばこの使用が極端に高いサ
ブグループにまで政策やプログラムがき
ちんと届くよう見届けることが不可欠であ
る。（161）

たばこ規制のための資金が不
十分

各国政府はNTCPに全国レベル、または該
当する場合は地方レベルの安定した資金
源を提供しなければならない。（143）各
国政府がたばこ消費税として徴収する税
額は年間約1,330億米ドルだが、たばこ規
制対策費用合計は10億米ドルにも満た
ない。しかもこの97%は高所得国により拠
出されている。高所得国の1人当たりの消
費税は、たばこ規制対策費の約124倍で
ある。（1人当たりの消費税が167.57米ド
ルであるのに対し、1人当たりのたばこ規

たばこのない世界というビジョンを 
実現するには国の行動が不可欠
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たばこ規制は資金不足

注：51カ国の入手可能な2009年たばこ消費税データにもとづいて作成。これらの国々のたばこ規制対策費は2007年から2010年までに報
告された数値をもとにインフレ調整をした推計値である。これらの国々の2009年の税収とはたばこ製品（または紙巻きたばこ製品）の消費
税である。「WHO　2009年世界のたばこの流行に関する報告」とは異なり、ここで示した税収はたばこ製品にかかる全ての税ではなく消費
税に関するものである。基準が厳密になったため2009年の報告書より調査国数は減少した。

各国政府がたばこ消費税として徴収する税額は 
年間約1,330億米ドルだが、たばこ規制対策費用合計は 

10億米ドルにも満たない。しかもこの97%は高所得国により
拠出されている。

最近の成果と進捗状況
ロシアはWHO FCTC第5条に従い、2010－2015年たばこの使
用に対する行動に関する国家政策構想を採択した。これによっ
て保健社会開発省内に正式なたばこ規制プログラムの機構が
設立された。ここは、増税、広告禁止、禁煙場所、警告ラベル、禁
煙支援サービスに関する規定及び反たばこマスメディア広告
を含む一般啓蒙運動などのWHO FCTCの全要件に取り組むた
め、包括的な国内戦略を実施する責務を負っている。2015年ま

でのプログラムの具体的な目標として、たばこの使用率を10－
15%減らすこと、二次喫煙にさらされる人数を半分に減らすこ
となどが定められている（162）。

高所得国 中所得国

1人当たりのたばこ製品からの税収合計

1人当たりのたばこ規制対策費

低所得国

１
人
当
た
り
の
金
額（
米
ド
ル
）



72 WHO　2011年世界のたばこの流行に関する報告

国内たばこ規制プログラム

制対策費は1.36米ドルである。）中所得国
では、消費税はたばこ規制対策費の1339
倍となり、さらに低所得国では消費税は
たばこ規制対策費の4304倍と、その差が
さらに大きくなる。

資金不足は深刻な懸念材料である。ほと
んどの国はNTCPを拡張し、強化するため
に十分な資金を持っているからだ（143）。
たばこに対する課税をさらに引き上げる
ことで、資金を増やすことが可能である。

（143）

たばこ規制プログラムには十分
な人材が必要

国と（該当する場合は）地方の両方のレベ
ルでNTCPに正規の専門職員を配置でき
れば、あらゆるプログラムのイニシアチブ
の指導と管理をきわめて効果的に行える。

（143）たばこ規制対策を実施し成功を
収めるには、政府上層部の援助と技術専
門家や企画実施の専門知識を持った人
の支援も必要である。（14）たばこ規制の
プログラムや戦略を策定している国は多
いが、職員の数は今なお少ないのが現状
である。

たばこ規制の取り組みには市
民参加が不可欠

NTCPには、政府組織と市民社会のあらゆ
る団体からの後方支援と効果的な提携関
係が必要となる。（143）多くの非政府組織
やその他市民団体は、国内外のたばこ規
制の取り組みにこれまで多大な貢献をし
ており、今後の進展には引き続き関与が
欠かせないものとなっている。（143） 

高所得国 中所得国 低所得国

データ報告なし

国内にたばこ規制担当機関なし

たばこ規制を目的とした国内担当
機関はあるが正規職員数はゼロま
たは5名未満

たばこ規制を目的とした国内担当
機関があり正規職員数は5名以上

カテゴリーの定義についてはテク
ニカルノート1を参照のこと。

国
の
割
合（
棒
グ
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上
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国
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）
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ベネズエラ、たばこ規制の政府間委員会を設置

たばこの流行を抑制し、たばこの使用を削減するためには、
効果的で持続可能な国内たばこ規制プログラム（NTCP）を

実施する国の能力を増強することが不可欠である。

ほとんどの国には国内たばこ規
制プログラムがあるが、多くの
国では十分な職員がそろってい
ない

たばこ規制を目的とした国内担当機関
のある国は少なくとも154カ国で、「WHO 
2009年世界のたばこの流行に関する報
告」で示された数値よりやや増えた。低・
中所得国は高所得国よりこのような機関
を備えているところが若干多い。しかし多

くの国ではこれらの機関に、たばこ規制対
策の実施を適切に支援するために十分な
数の職員を配置していない。正規職員数
が5名以上の機関を備えた国は、高所得
国では20%、中・低所得国では24%しかな
く、前の調査期間とほとんど変わっていな
かった。過去2年間にプログラムの職員を
このレベルまで増員したのはわずか3カ
国（ブルンジ、パキスタン、トルコ）しかな
い。30カ国以上が国内たばこ規制対策機
関を備えていないか、またはWHO FCTC

条約の義務遂行に不可欠な基礎となるた
ばこ規制に関する国内目標を定めていな
いかどちらかである。

ベネズエラ・ボリバル共和国は、WHO FCTCを批准する前か
ら、同条約のたばこ規制対策の大半にすでに着手していた。
ベネズエラの保健省は、条約の要件遵守を徹底するため、政
府の全省庁間でたばこ規制プログラムの調整をはかる、たば
こ規制のための政府間委員会を設置した。この委員会には教
育省、環境省、内務司法省、外務省、国防省、労働社会保障省、
経済金融省が参加するほか、国家関税税務行政統合サービ
ス、国家反薬物局、ラファエル・ランゲル国家衛生研究所、予
防・保健・労働安全保障研究所などの政府機関も加入してい
る。

政府間委員会の設置は、ベネズエラが政府の全機関を挙げて
たばこ規制を強力に支援している表れである。実用的な枠組
には、監視や実施、課税や資金調達、禁煙支援、教育など各関
係機関の責任が記され、全ての活動やプログラムの調整の仕
組みが提示されている。また政府間委員会は、WHO、全米保
健機構（PAHO）、アンディーナ保健機構（Oras-Conhu）、メル
コスールなど、地域や国際的な機関とも協力関係にある。

たばこ規制対策を推進しようとする政府間委員会の取り組み
は、たばこの広告や販売促進の禁止、紙巻たばこの箱に強力
な印象を与える健康警告ラベルを表示するという要件、南米

で屈指のたばこ税率、密輸防止対策など、具体的な形となっ
て表れている。今後のベネズエラのたばこ規制対策は更なる
強化のために、同委員会の各参加機関が実施している活動の
調整が継続されている。

保健社会保障省
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WHO FCTCは、毎年数百万人もの命を奪
い、数千億ドルもの対策費を投じなけれ
ばならない世界的なたばこの流行を阻
止するため、これからも断固たる行動を
取るという世界的なコミットメントを示す
ものである。世界人口の約87%を占める
173カ国がWHO FCTCの締約国となり、効
果的なたばこ規制対策を実施するという
法的拘束力のある公約をしている。締約
国は、WHO FCTCが提供するたばこ規制
の手段を実施し、強制することで、たばこ
の消費を減らし、命を救う。

この「WHO　2011年世界のたばこの流
行に関する報告」に示されたMPOWER政
策の状況を見れば、政治構造や所得水準
に関係なく、どの国でもたばこ消費削減
に効果的なたばこ規制プログラムの実施
が可能であることが分かる。 

 ■ 全体で世界人口の55%に当たる約38
億人の人々に対して、最も効果的な政
策が少なくとも1つ以上施行されてい
る。また10億人以上の人 （々世界人口
の17%）に対しては、最も効果的な政
策が少なくとも2つ以上施行されてい
る。

 ■ 2008年以降、全てのMPOWER政策の
進展により、政府が最低1つのたばこ
規制対策を全国規模で採択すること
で、保護される対象者数が新たに11
億人以上増加した。MPOWERの政策
のひとつで、今回の報告書で初めて評
価を受けたマスメディア・キャンペー
ンは、23カ国で、19億人という膨大な
数の人々を対象に実施され、2009年
と2010年には優れた反たばこマスメ
ディア・キャンペーンが放送された。

 ■ 規制対策の対象人口から見て最も大
きな成功を収めたのは、たばこ包装

の健康警告の分野であった。最も厳し
い警告ラベルの表示を義務化する法
を制定した国はさらに3カ国増え、4億
5,800万人が新たに政策の恩恵を被る
こととなった。

 ■ 地方のマスメディア・キャンペーンの
正式な評価は行われていないが、か
なりの数の人が地方で行われた反た
ばこ広告を目にしたものと思われる。

 ■ 公共の場と職場を全面禁煙とする国
内禁煙法は新たに16カ国で制定さ
れ、3億8,500万人がその恩恵を被るこ
ととなった。また地方の包括的禁煙法
が制定されて、新たに1億人がその恩
恵を被ることとなった。

 ■ 包括的禁煙支援サービスを新たに1カ
国が開始し、7,600万人がその恩恵を
被ることとなった。

結論
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 ■ たばこの広告、販売促進、後援の全面
禁止法が新たに3カ国で制定された。
3カ国の人口の合計は8,000万人であ
る。

 ■ 現在、たばこの推奨最低課税率を実施
している国の住民は新たに1億1,500
万人増えた。たばこの小売価格の75%
という推奨最低課税率を実施している
のは26カ国と1地域である。 

 ■ 歳入となるたばこへの課税を実施して
いる国では進歩が見られるものの、政
府はたばこ規制活動に対して十分な
資金供与を行っていない。政府はたば
こ消費税として年間約1,330億米ドル
近くを徴収しているが、たばこ規制対
策費用は合計10億米ドル以下である。
活動資金不足は中・低所得国で最も
顕著である。 

MPOWER政策が最高水準の成果達成に
向けて進歩しているということは、WHO 
FCTCが成功を収めつつあるしるしであ
る。またこのことは国レベルと世界レベル
の両方で、たばこ規制を支持する政治的
意志が存在していることを明らかに証明
するもので、これらを活用すれば大きな効
果を生みだせる。多くの国々はたばこ使用
の流行への対抗活動において大きな進歩
を見せている。これらの国々はこれらの対
策を施行していない国に対して、行動の手
本となりうるだろう。各国は効果的で持続
可能なプログラムを実行するための財政
手段と政治的なコミットメントを確保し、
今後もたばこ規制対策を拡大強化する必
要がある。

多くの国のたばこ規制は大幅に進歩した
が、やらなければならない仕事はまだ残っ
ている。既に収めた成功をさらに発展さ
せ、世界の全ての人々がたばこの使用の
害から十分に守られるようにしなければ
ならない。

今後も進歩を続けていくことで、毎年何
百万もの人々が予防可能なたばこ関連疾
病によって死亡するのを防げる。また医療
費や生産性の損失額は削減可能で、年間
数千億ドルもの支出を抑えられる。これを
確実に実現させられるかどうかは、私たち
にかかっている。
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2008年、2009年、そして2010年の「WHO　
世界のたばこの流行に関する報告」の一
貫性を保ち、比較を可能にするため、デー
タの収集と使用した分析方法は、基本的に
はおおむね過去の報告書を踏襲している。
改訂があったところは、以前の報告書の
データを再度分析し、どの年度でも結果が
比較できるようにしている。このテクニカ
ルノートでは、2010年の報告書で用いた
方法を説明する。 

出典 
データは次の情報源を用いて収集した。
• 全地域について：WHO FCTC締約国会議
（COP）の締約国から条約事務局¹を通
じて提出された公式報告書。

• Mについて：COP報告制度に従って報告
されていない喫煙率調査結果は、WHO
世界インフォベース及び既存の文献を
検索し、収集した。テクニカルノートIIに
使用した方法が詳述されている。

• PとW（包装警告表示）及びEについて：
下記の通り、全加盟国が採択した、禁煙
環境、たばこの広告・販売促進・後援の
包括的禁止、包装及びラベル政策に関
連した最初のたばこ規制法案を注意深
く見直した。

• W（マスメディア）について：反たばこマ
スメディア・キャンペーンに関するデー
タは加盟国から入手した。不要なデー
タ収集をしないですむように、たばこ
フリー・イニシアチブにおいて、各国の
WHO事務所で反たばこマスメディア・
キャンペーンのスクリーニングを行っ
た。マスメディア・キャンペーンを行うの
に適切と特定された国では、それぞれの
国の中央連絡先にこれらのキャンペー
ンに関する詳しい情報を問い合わせた。 

• Rについて：2010年7月時点で最も売れ
行きのよい紙巻たばこ製品銘柄、最も安
価な銘柄、及びマールボロの価格を、地
元データ収集者を通じて収集した。紙巻
たばこ製品（東南アジア地域の一部の国
についてはビーディ）の課税やたばこの
課税による歳入に関する情報及びその
他の関係書類を財務省庁を通じて収集
した。用いた方法についてはテクニカル
ノートIIIで詳述している。

これらの情報源にもとづき、WHOは2010
年12月31日現在、本報告書で用いられて
いる131の各データを確認した。ただし、
2010年11月に評価を行ったたばこ使用の
調査、2010年7月に評価を行ったたばこ製
品の価格と課税、2010年8月に評価を行っ
た反たばこメディア・キャンペーンは除く。 

データの妥当性
各国について、各データポイントを異なる
WHO事務所の異なる2名の専門家、すなわ
ち本部の専門家1名及び各地域事務所の
専門家1名がそれぞれ独自に評価した。不
一致が見つかった場合は、この2名のWHO
専門職員と、まだ規制法の評価に参加して
いなかった3人目の専門職員が見直しを行
い、（i）規制法の原文をチェックし、（ii）デー
タ収集に携わった2名の専門職員の意見
の一致を得るように努め、（iii）それでも違
いが残る場合は、3人目の専門家の決定を
もって問題を解決した。データは、変数の
完全性と論理的一貫性についてもチェック
を行った。

データの承認
最終確認された各国のデータはそれぞれ
の政府に送られ、検討されて承認を受け
る。政府が検討を円滑に行えるように、各
国の要約版を作り、報告書のデータベース
の締め切り前に検討できるように送付し
た。国内当局がこのデータについて明らか
に承認しない場合は、特に付属書類の表
に注記している。
データ処理手続きについての詳細は、
WHOたばこフリー・イニシアチブで閲覧可
能である。

データの分析
本報告書では評価手段、すなわち6つの
MPOWER対策のそれぞれについて各国
の成果を示す指数を示している。「WHO
　2011年世界のたばこの流行に関する報
告」のために作成された評価手段は、2009
年の報告書のものと同じである。例外とし
て、健康警告に関する指数は若干修正、改
善したもので、反たばこマスメディア・キャ
ンペーンに関する指数は今回新規に採用
したものである。この2つの指標が本報告

既存の政策と施行の評価
テクニカルノート 1 

書の中心的なトピックとなっている。ここで
重要なのは、報告書のデータは既存の規
制法をもとに作成し、規制法の採択状況を
反映したもので、必ずしも実施状況とは一
致していないということである。同法の発
効日が明示され、法的な異議申し立てを受
けていなければよい。
MPOWER政策を実施した国または人口の
合計が、本書の分析で集合的に言及され
ている場合、これらの合計にはたばこ規制
政策（禁煙法、禁煙支援サービス、警告ラ
ベル、反たばこマスメディア・キャンペー
ン、広告販売促進禁止法、たばこの課税）
の実施のみが含まれている。たばこの使用
の監視については別途報告されている。
2008年以降に対象人口が変化した場合
も、反たばこマスメディア・キャンペーンの
実施データを除く、政策の実施データのみ
を含むものとした。なぜなら反たばこマス
メディア・キャンペーンのデータは2010年
に初めて収集されたので、2008年には比
較可能なデータがないからである。

過去に発表されたデータの訂正
2009年版報告書のデータの見直しで、
データポイントの約3%を訂正した。2009
年の報告書発表時には規制法が制定され
ていたが、報告書の発行時点ではWHOが
まだ入手していなかったことがほとんどの
訂正の原因となっている。²このような訂正
の結果、禁煙法については4カ国が、禁煙
支援サービスについては1カ国が、広告・
販売促進・後援の禁止については10カ国
が、また税率については2カ国が、最上位
グループから格下げとなった。 

監視
報告書の各国の成果評価の記載箇所に
は、入手可能な最も新しい喫煙率調査
データを示しており、次の情報を掲載して
いる。
• 調査が最新のものであるかどうか
• 調査がその国の人口全体を表すもので

あるかどうか
• 成人、青少年、またはその両方を対象と

しているかどうか
• 調査が少なくとも5年ごとに繰り返され

ているかどうか（調査の定期性）
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データが2005年以降に収集されたもので
あれば、その調査は最近のものと見なさ
れる。サンプルが国内の人口全体を表す
ものであれば、調査は代表的であると見
なされる。調査が少なくとも5年に1度行わ
れるのであれば、調査は定期的であると
見なされる。参加者が15歳より年上であれ
ば、調査は「成人調査」と見なされる。全参
加者が11歳から19歳までであれば、調査は

「青少年調査」と見なされる。今年の報告
書について、調査の定期性について収集し
た追加情報を反映するよう、指標を改定し
た。最上位のカテゴリーに入るための要件
としては、成人と青少年の両方の最近の代
表的なデータであることの他に、少なくと
も5年に1度に調査を行うという定期性も
含まれている。このため、先の報告書では
最上位のカテゴリーに入っていた国（「最
近の代表的なデータだけがある国」と定
義）なのに、今回の報告書では最上位のカ
テゴリーに入っていないところもある。指
標の分類は以下の通りである。

既知のデータなし、また最近の*デー
タなし、または最近の*データも代表的
な**データもどちらのデータもなし

成人または青少年のどちらかの最近の*
代表的な**データ

成人及び青少年の両方の最近の*代表
的な**データ

成人及び青少年の両方の最近の*、代表
的**、かつ定期的な***データ

*2005年以降のデータ
**調査サンプルが全国人口を表している
***少なくとも5年に1回行っている

禁煙法
法律によってさまざまな場所や施設を禁
煙にできる。禁煙法は全国または地方レ
ベルで制定可能である。この報告書には、
国内法及び地方自治体の条例に関する
データが含まれている。地方自治体の禁
煙条例の評価には、国連地理情報作業部会

（UNGIWG）が定めた第一次行政区分（国
の第一次行政小区域）も含まれている。ま
た、データ及び各条例が国の中央連絡先
から提供されている場合は、他の地方自治
体の禁煙条例の状況も報告されている。
以下に示す場所のいずれの施設において
も、常時、完全³な屋内禁煙環境が、国また
は地方自治体レベルで禁煙法令が定めら
れているかどうかを確認するため、法令の
評価を行った。
• 医療施設
• 大学以外の教育施設
• 大学

• 政府施設
• 他のカテゴリーでは考慮されていない

屋内の事務所や職場
• レストラン及び主に食事だけを出す施

設
• パブやバー、主に飲み物だけを出す施

設（アルコールのサービスが違法なとこ
ろは適用外）

• 公共交通機関
禁煙法指標のための分類は、喫煙が完全
に禁止されている場所や施設の数をもと
に行った。また、人口の少なくとも90%が、
地方自治体の完全な屋内禁煙条例の対象
となっている国は、最上位のカテゴリーに
分類した。
いくつかの国では、レストランやバーなど
も含めた禁煙場所を大幅に増やすため
に、政策として、禁煙法の例外として指定
喫煙室（DSR）の設置を認め、喫煙室の要
件を技術的に非常に複雑で厳格なものに
し、実施しようとする施設はほとんど、ある
いはまったくないようにする必要があった。

「非常に厳格な技術的要件」の基準を満
たすため、禁煙法には以下の6つの特徴の
うち少なくとも3つを含めなければならな
かった（5番または6番の遵守は最低必須
条件）。
指定された禁煙室は：
1. 閉じられた屋内環境でなければならな

い。
2. 自動ドアがあり、普通は閉じておかねば

ならない。
3. 非喫煙者が通行しない場所でなければ

ならない。
4. 適切な換気機器を備えていなければな

らない。
5. 適切な設備と機能的な開口部があり、

その部屋の排気が可能でなければなら
ない。

6. 気圧は周りの区域を基準に、5パスカル
以上に保たなければならない。

これらの基準を満たしている国は5カ国あ
るが、このセクションの分析対象にはされ
ていない。なぜなら、これらの国の禁煙法
はWHO FCTC第8条指針の勧告から大幅
に逸脱しており、意図した通りDSRの設置
数が非常に少ない結果になったという証
拠を得るのが困難だったからである。
禁煙法指標の分類は以下の通りである。

データ報告なし、またはカテゴリー分類
なし

全面禁煙の公共の場が最大2カ所ある

全面禁煙の公共の場が3カ所から5カ所
ある

全面禁煙の公共の場が6カ所から7カ所
ある

全ての公共の場*が全面禁煙（または少
なくとも人口の90%が地方自治体禁煙
条例の対象となっている）

*  パブやバーが違法とされる国では、このグループに分類
されるためには7カ所の禁煙場所があればよい。

たばこ依存症の治療
禁煙相談は費用が安いにもかかわらず、
このプログラムを実施している低・中所
得国はごくわずかしかない。したがって
最上位カテゴリーに入るためには、国内
無料の禁煙電話相談も必要条件に含ま
れる。多くの低所得国の国家予算が厳し
いことを考慮し、たばこ依存症治療の医
療費控除は上位2つのカテゴリーだけの
要件となる。上位3つのカテゴリーは、ニ
コチン置換療法や禁煙支援の利用に対
する政府の努力の程度を反映している。 
たばこ依存症治療の指標の分類は以下の
通りである。

データの報告なし

禁煙支援サービスなし

ニコチン置換療法（NRT）*またはその
他禁煙支援サービス**あるいはその両
方（どちらの費用も公費負担ではない）

NRT*またはその他禁煙支援サービス**
あるいはその両方（少なくともひとつは
公費負担）

全国禁煙電話相談及びNRT*とその他
の禁煙支援サービス**のどちらも公費
負担

* ニコチン置換療法
**  以下の場所のどこでも禁煙支援が利用可能：保健診療

所またはその他の一次医療施設、病院、医療専門家のオ
フィス、地域社会

警告ラベル
本報告書のこのセクションでは、各国の健
康警告表示についての成果の評価に注目
し、紙巻たばこ製品の箱の警告について
以下の情報について言及している。
• 具体的な健康警告が義務付けられてい

るか
• 定められた警告の大きさが、紙巻たばこ

製品の箱の表面と裏面の割合で示され
ているか
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• 警告が個包装及び小売販売に用いられ
る外装とラベルにも表示されているか

• 警告にはたばこの使用が健康に及ぼす
具体的な悪影響について説明されてい
るか

• 警告は大きく明瞭で、見えやすく読みや
すいか（例えば具体的な色、字体、大き
さについて規定があるか）

• 警告は定期的に交換しているか
• 警告はその国の主言語（全て）で表記さ

れているか
• 警告には写真または絵表示が含まれて

いるか
紙巻たばこ製品の箱の表と裏の両方に占
める警告の大きさの平均を出し、警告が
占める箱の表面の全面積の割合を計算し
た。この情報を警告評価項目と組み合わせ
て、健康警告指標の分類を行った。
健康警告指標の分類は以下の通りである。

データ報告なし

警告なし、または警告が小さい¹

警告の大きさが中型²でいくつかの³適
切な特徴⁴が欠けている、または警告は
大型⁵だが多くの⁶適切な特徴⁴が欠けて
いるA4

警告の大きさが中型²で適切な特徴4が
全て揃っている、または警告は大型⁵だ
がいくつかの3適切な特徴⁴が欠けてい
る

大型の警告⁵で適切な特徴⁴が全て揃っ
ている

1  パッケージの表と裏の警告面の平均が30%未満
2 パッケージの表と裏の警告面の平均が30%から49%の間
3 1つ以上
4   適切な特徴とは：

• 義務付けられた特定の健康警告である
• 個包装と小売販売用の全ての外装及びラベルに表示され

ている
• たばこの使用が健康に与える具体的な悪影響が説明され

ている
• 大きく明瞭で、見えやすく読みやすい（例えば具体的な色、

字体、大きさについて規定がある）
• 定期的に交換している
• 写真または絵表示が含まれている
• その国の主言語（全て）で表記されている

5  パッケージの表と裏の警告面の平均が50%である
6 4つ以上

反たばこマスメディア・キャン
ペーン
毎年多くの国で実施されている反たばこ
マスメディア・キャンペーンにはさまざま
な種類がある。たばこの使用に対する態度
を変え、喫煙の開始を抑止し、禁煙を促す
可能性の高いマスメディア・キャンペーン
についての報告に焦点を絞るため、本報
告書では2009年1月から2010年8月までの
期間、3週間以上全国で実施されたキャン
ペーンについて評価を行った。
対象となるキャンペーンの次のような特徴
について評価を行った。

• 包括的たばこ規制プログラムの一環
だったか

• ターゲット視聴者を徹底的に理解する
ため、キャンペーン前に調査を実施また
は見直しを行ったか

• 事前にターゲット視聴者にキャンペーン
の情報伝達素材をテストし、キャンペー
ンの目的に合わせて改良したか

• 放送時間（ラジオ、テレビ）や出稿（広告
板、印刷広告など）は、その機関の内部
資源、あるいは外部のメディアプラン
ナーや代理店のいずれかを使って購入
または確保したか（この情報は、キャン
ペーンがターゲット視聴者に効果的か
つ効率的に情報を届けるために、徹底し
たメディアのプランニングとバイイング
のプロセスを行っているかどうかを示す
ものである）

• キャンペーンを行う代理店は、キャン
ペーンの宣伝記事やニュース取材を受
けるため報道関係者と協力したか

• キャンペーンがどれほど効果的に実施
されたかを評価するため、プロセス評価
を行ったか

• キャンペーンの影響を評価するため、結
果評価プロセスを実施したか

マスメディア・キャンペーン指標の分類は
以下の通りである。

データ報告なし

2009年1月から2010年8月の間に3週間
以上のキャンペーンを行わなかった

適切な特徴を1つ以上4つ以下備えた
キャンペーンを行った

適切な特徴を5つか6つ備えたキャン
ペーンを行った

全ての適切な特徴を備えたキャンペー
ンを行った

広告、販売促進、後援の禁止
たばこの広告、販売促進、広告の禁止にお
ける各国の成果は、その禁止法が次のよう
な種類の広告を対象としているかどうかを
基に評価した。
• 全国版のテレビとラジオ
• 地方の雑誌と新聞
• 広告板と屋外広告
• 店頭広告
• 郵送またはその他の方法によるたばこ

製品の無料配布
• 販売促進割引
• たばこのブランド名が明らかに分かる

たばこ以外の製品やサービス（ブランド
拡張）

• 非たばこ製品のブランド名のたばこ製
品への使用³

• テレビや映画でのたばこ製品の登場
• 後援イベント
最初の4つの禁止は「直接的な」広告の禁
止と見なされ、残りの6つは「間接的な」禁
止と見なされる。たばこの広告、販売促進、
後援の全面禁止は通常、全国版のメディア
における直接的な広告の禁止から始まり、
間接的な広告、販売促進と後援の禁止へ
と進んでいく。全国版のテレビ、ラジオ、印
刷メディアを対象とした禁止は最下位の2
つのグループの基本的な基準であり、残り
のグループは、禁止法が質問票に記載さ
れた直接・間接の禁止事項をどれほど包
括的に網羅しているかをもとに構成され
ている。
広告、販売促進、後援の禁止法の指標の分
類は以下の通りである。

データ報告なし

禁止法が全くない、あるいは禁止法が
全国版のテレビ、ラジオ、印刷メディア
を対象としていないa

全国版のテレビ、ラジオ、印刷メディア
を対象とした禁止法

全国版のテレビ、ラジオ、印刷メディア、
ならびに全面的ではなく部分的な直接
的*または間接的**な広告を対象とした
禁止法

全ての種類の直接的及び間接的な広
告を対象とした禁止法

* 直接的な広告の禁止とは：
• 全国版のテレビとラジオ
• 地方の雑誌と新聞
• 広告板と屋外広告
• 店頭広告

** 間接的な広告の禁止とは：
• 郵送またはその他の方法によるたばこ製品の無料配布
• 販売促進割引
• たばこのブランド名が明らかに分かるたばこ以外の製品

やサービス（ブランド拡張）
• 非たばこ製品のブランド名のたばこ製品への使用³
• テレビや映画でのたばこ製品の登場
• 後援イベント

たばこの課税
小売価格に占める税額の割合によって各
国を分類している。評価の対象とした税金
には、消費税、付加価値税（「VAT」と表記さ
れることもある）、輸入税（輸入紙巻たばこ
製品の場合）、その他の税金が含まれる。
最も人気の高い紙巻たばこの銘柄の価
格だけを対象としている。紙巻たばこの長
さ、生産数量、または種類（フィルター付き
かフィルターなしか、等）によってさまざま
な課税が適用される国の場合は、最も人
気の高い銘柄に適用される税率を使って
計算している。
国や、小売業者・卸売業者のブランドごと
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の利益率に関する情報がないため、その
利益はゼロと仮定している（国内データ収
集者によって情報が提供されている場合
は除く）。
たばこ税指標の分類は以下の通りである。
詳しくはテクニカルノートIII を参照のこと。

データ報告なし

税金は小売価格の25%以下

税金は小売価格の26－50% 

税金は小売価格の51－75% 

税金は小売価格の75%超 

全国たばこ規制プログラム
各国の全国たばこ規制プログラムの分類
は、たばこ規制を目的に関して責任がある
国内担当機関の有無をもとに行っている。
たばこ規制を目的とした国内担当機関に5
名以上の正規職員を配置している国は、最
上位グループの基準を満たすものとする。
全国たばこ規制プログラム指標の分類は
以下の通りである。

データ報告なし

国内にたばこ規制担当機関なし

たばこ規制を目的とした国内担当機
関はあるが正規職員数はゼロまたは
5名未満

たばこ規制を目的とした国内担当機関
があり正規職員数は5名以上

コンプライアンス評価
5名までの国内専門家が全国禁煙法令及
び包括的な地方自治体の禁煙法令と、広
告、販売促進、後援の禁止（直接・間接的な
マーケティングの両方を対象とする）の2
分野におけるコンプライアンス状況を「低」

「中」「高」で評価した。この5名の専門家
は次の基準によって選出した。
• その国の保健省のたばこ対策担当者、

あるいは政府のたばこ規制またはたば
こ関連問題担当の最高責任者

• たばこ規制専門の著名な非政府組織の
長

• たばこ関連疾病を専門とする医療専門家
（医師、看護師、薬剤師、歯科医師）

• 大学の公衆衛生学部の職員
• 現地WHO事務所のたばこフリー・イニ

シアチブの中心担当者
これらの専門家はそれぞれ独自の評価を
行った。5名の評価からWHOが総合点を計
算した。計算では、非常によく実行された
政策を2点、中程度に実行された政策を1
点、最低限のことが実行された政策につい

ては0点とし、5名の合計が最低の場合は0
点、最高は10点になるようにした。ここで得
られたのは2010年6月30日までに制定さ
れた法律についてのコンプライアンス評
価である。それ以降に法律を制定した国の
コンプライアンス評価データは「適用なし」
と報告している。
コンプライアンス評価手続きを短期間で
終了するために、本報告書のコンプライア
ンス評価データはこれまでと異なる方法
で収集した。本報告書では、可能なところ
では、現地WHO事務所の職員が同じ専門
家に直接連絡を取り、コンプライアンス評
価を行うよう依頼した。それが可能でない
ところでは（以前の報告書には専門家を
依頼しなかった、あるいは最初に依頼した
専門家が見つからなかったなどの理由か
ら）、該当地域または国のWHO事務所が、
上記と同じ選考基準で選んだ他の適切な
専門家に連絡を取った。このような手順の
変さらによって生じる本報告書のコンプラ
イアンス評価の偏りを評価するため、前回
の報告書から禁煙法や広告・販売促進・後
援禁止法に変更のない国については、5名
の専門家のコンプライアンス評価を比較
した。適格国の4分の3のコンプライアンス
評価が、前回の報告書とまったく同じかほ
とんど同じだった。これによって、コンプラ
イアンス評価データを得る方法が違って
も、値は大幅に変わらないということが分
かった。
各国が報告した回答は付属書類IXに記載
されている。付属書類Iにはこの情報がまと
められている。コンプライアンス評価は別
に示されている。（つまり、コンプライアン
スはカテゴリー分類の計算には含まれて
いない。） 

1   締約国は、第21条に則り、同条約の実施につ
いて報告している。報告の目的は、締約国が
他国のWHO FCTCの実施経験から学べるよ
うにするためである。締約国の報告書は、
締約国会議が同条約実施の見直しを行う基
盤にもなっている。締約国はその国でWHO 
FCTCが発効してから2年後に第1回報告書
を提出し、その後はCOPが定めた報告手段
によって3年ごとに提出する。2012年から全
締約国は、2年に1度、同時に報告を行うこと
になっている。詳しくはhttp://www.who.int/
fctc/reporting/en/を参照のこと。

2  詳しい分析により、以前の報告書では数カ国
の情報の解釈に誤解があったことが分かっ
た。本報告書では該当国の回答を訂正した。 

3   本報告書では例外なく喫煙が許されないこ
とを意味する場合に「全面的な」という言葉
を用いている。ただし住居や、長期的な住居
施設と同種の機能を持つ屋内の場所、例え
ば刑務所や長期の医療施設や社会介護施設
は除くものとする。換気装置及び指定の喫煙
室や喫煙区域はどんな種類のものであって
も、二次喫煙の害から人を保護することはで
きず、公共の場での全面禁煙を定めた法律
だけが人を保護できる。
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喫煙率の監視は、たばこ規制監視制度の
中核である。信頼できる喫煙率データは、
国が定めたたばこ規制行動の効果を評価
するために必要な情報であり、たばこ規制
活動家が、たばこの流行に対抗する取り
組みにおいて利用できる。本報告書には、
WHOがモデル化した喫煙率の推計値と、
各国の報告による喫煙及び無煙たばこの
使用のデータを掲載した。（付属書類VII参
照）

たばこの推計使用率値の収集
テクニカルノートIで述べたように、本報
告書のデータ収集プロセスは過去の2版
の「世界的なたばこの流行に関するWHO
報告書」から変更された。過去の報告書の
情報は、加盟国が比較的最近に実施した
たばこ調査について、詳細な質問票を送付
して収集したものである。本報告書では、
まず次の3つの情報を調査に使用した。（i）
締約国がWHO FCTC事務局に提出した報
告書、及び（ii）2005年以降に実施あるいは
公式発表した最近の調査結果で、「WHO
のSTEPwise調査法」チームが収集した情報

（同チームはたばこを含む非感染疾患の
8つのリスク要因に関する情報ポータルの
WHO世界インフォベースの担当でもある。
http://www.who.int/infobase）この上さ
らに広範な文献調査を行い、他の使用可
能な情報を検索した。このプロセスにおい
て、同じ情報に対して複数の情報源からの
データが多数みつかった。この場合は、次
の4つの基準を満たす調査を優先するも
のとした。

• たばこの使用に関する4つの定義（常用
喫煙者、現在喫煙者、紙巻たばこ常用喫
煙者、紙巻たばこ現在喫煙者）の1つ以
上について、国内調査の集計データを
提供している。

• 調査対象者は無作為抽出されたもの
で、一般的な人口を代表するものであ
る。

• 年齢と性別による喫煙率を表している。

• 15歳以上の成人人口を調査している。
最近行った調査の公式の報告をWHOが
入手していない場合は、加盟国に連絡を
取った。 

データは、たばこの喫煙に関する4つの指
標について照合を行った。 
• 現在及び常用的な喫煙率¹
• 現在及び常用的な紙巻たばこ喫煙率
これらの指標は、世界各国のたばこの喫煙
状況を最も完全に表しているものである。
世界のさまざま地域で栽培、製造され、消
費されるたばこ製品の種類は国によって
異なるが、紙巻たばこ製品とその他のたば
この喫煙に関するデータは最も入手しや
すいものであり、全ての国に共通であるた
め、統計分析が可能である²。

たばこの推定使用率の分析と
発表
本報告書では使用率のデータを2つの形
で表している。ひとつは直接各国から提
出された粗率（付属書類VIII）、もうひとつ
はWHOが推計した、15歳以上の成人の年
齢調整率である（付属書類VII）。共通の年

（2009年）の紙巻たばこ製品とその他の
たばこの喫煙のさまざまな指標の年齢調
整済のデータを算定するため、WHOはま
ず各国から提出されたデータの調査方法
の違いを調整した。すなわち年齢層、たば
この使用の指標、地理的範囲、調査年など
である。これらを調整した後、WHOは直接
年齢調整済推計値を出して各国間の比較
ができるようにした。

各国から提出されたデータの
調整
各国で実施したさまざまな調査のデータ
により、たばこの使用の推計値を算定し
た。通常は、これらの推計値は粗率であり、
全調査サンプルに占めるたばこ使用者の
割合（%）である。これらの割合は、人口の
関連指標（現在喫煙者、常用喫煙者など）
の喫煙者数を推計するのに役に立つ。各

テクニカルノートII

国の調査が常に標準的な方法を使ってい
れば、ある時点（この報告書では2009年）
における喫煙率の粗率の推計を算定する
ことはそれほど難しくない。しかし実際は
標準的な調査方法を採用せず、調査にさま
ざまな情報源を使っている国が多い。

WHOは各国間の調査結果を比較可能にす
るため、推計値を調整する回帰法を開発し
た。回帰法の基礎となる一般原則では、あ
る国のデータが一部欠落しているまたは
不完全である場合、該当国の地域で入手
可能なデータを使用し推計値を出すという
ものである。この回帰法モデルは、国連の
地域区分レベルである地域の年齢別喫煙
率を出したい時に、男女別に用いられてい
る。国の指標が不在でも、その国がこの地
域区分内にあれば、そうして出された推計
値を代用できる。ただし、この手法はデー
タのまったくない国には使えない。そのよ
うな国は分析から除外する。調査及び関連
調整手順には次の4つの相違点がある。

調査対象となる年齢層の違い

標準年齢範囲（15歳から80歳までを5歳ご
とに区分し、80歳から100歳まではひとつ
のグループとする）の喫煙率を推計するた
め、散布図を用いて各国の年齢と日常的
な喫煙の関連性を男女別に推計した。こ
のため各国の代表的な最新調査のデータ
を選出した。男女の喫煙率が別々の調査
で提示されている場合、あるいは幅広い年
齢幅を網羅するため追加調査で補完した
場合は、複数の調査結果を使用する場合
もあった。5歳ごとの年齢別の喫煙率を出
すため、年齢の一階関数、二階関数、三階
関数による常用喫煙率の推計値を使った
回帰法モデルを散布図でグラフ化し、最も
適した曲線を選んだ。残りの指標について
は、さまざまな方法を組み合わせて算定し
た。回帰法モデルは、地域区分レベルで年
齢別の紙巻たばこ製品の現在及び常用喫
煙率を算定するため用いられた。紙巻た
ばこ製品の喫煙が主流の地域では、喫煙
率と紙巻たばこ製品の喫煙との等価関係
を使って、標準年齢区分による年齢別の紙

WHO加盟国の喫煙率
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巻たばこ製品の現在及び常用的喫煙率を
算出した。

測定したたばこの使用指標の違い

たばこの現在喫煙データと紙巻たばこ製
品の現在喫煙データがあれば、定義を調
整することで、欠落しているたばこの常用
喫煙データと紙巻たばこ製品の常用喫煙
データ推定値を算定できる。同様にたば
この現在喫煙データとたばこの常用喫煙
データしかない場合も、たばこ種類全体に
関して調整を行い、現在及び常用的な紙
巻たばこ製品の喫煙データ推定値を算定
できる。 

国内調査の地理的範囲の違い

地域区分内にある他国の都市部と農村部
の喫煙率の関係を観察することで、データ
を調整できる。この都市部・農村部の回帰
分析を国に適用すれば、全国レベルの喫
煙率の推定ができる。例えばある国の都市
部におけるたばこの常用的喫煙率データ
しかない場合、喫煙関係を回帰法で分析
し、農村部の常用的喫煙率を出す。さらに
都市部と農村部の人口比率を加重値とし
て、これらを都市部の喫煙率と組み合わせ
れば、全国の喫煙率と全国の年齢別喫煙
率の推計値を出せる。

調査年の違い

本報告書には2009年についての推計喫煙率が出
されている。喫煙率のデータは各国が異なる年に
行った調査を基にしている。入手可能な最新喫煙
率データが2009年以前のものである場合もあれ
ば、2009年以降の調査結果の場合もある。2009
年の推計喫煙率の算定には、傾向情報を用いて、
2009年以前のデータの場合それ以降の動向を予
測し、2009年以降のデータの場合はそれ以前の
動向を推定し推計値を算定した。このために各国
の入手可能な全ての調査から、傾向情報を収集し
た。時系列データがない国では、該当地域区分の
傾向情報を使用した。

喫煙者数の推計

一ヵ国における関連指標に対する喫煙者数を評
価するために、調整済推計喫煙率を用いる。

年齢調整済普及率の推計

たばこの使用は一般に性別や年齢層によって大
きく異なる。ある時点の1カ国における調整済喫
煙率は当然のことながら理解しやすい。しかしあ
る時点における2カ国以上の喫煙率を比較する場
合や、1カ国の複数の時点における喫煙率を比較
する場合、比較する2つのグループの母集団の年
齢分布や性別によるたばこ使用に著しい変化が
あると、誤った解釈がされる場合がある。年齢調整
は通常このような問題を解決するときに用い、有
意義な喫煙率の各国間比較ができる。この方法で
は、各人口の年齢別の性別喫煙率をひとつの基準
人口に当てはめる。年齢調整済喫煙率の算定のた
めに、今回及び前回の「WHO　世界のたばこの流
行に関する報告」ではWHO基準人口を利用した。
これは年齢分布を人工的に作成した架空の人口
で、主に低・中所得国の人口年齢構成を反映した
ものである。その結果出された年齢調整済喫煙率
も、人口全体の割合（%）として表され、WHO基準
人口100人当たりの喫煙者の数を示している。しか
しこの方法を使って出された喫煙率は推測値に
過ぎず、それ自体には実質的な意味はない。この
値は複数国間の喫煙率の比較、あるいは同国に
おける複数の時点の喫煙率を比較する場合にの
み有益である。国の全体の喫煙率を出すために
は、男性と女性の年齢調整済喫煙率を組み合わせ
て全体の喫煙率を出さねばならない。WHO基準
人口は性別に関係なく同じであるので、男性と女
性の年齢調整済喫煙率を組み合わせる場合は、
2009年国連人口データの世界の男性と女性の人
口加重を用いる。例えば、成人のたばこの年齢調
整済喫煙率が男性は60%、女性は30%であれば、
それらを合わせた全成人のたばこの喫煙率は60 
x(0.51)+30x(0.49)=45%と計算する。カッコ内の数
字は男性と女性の人口加重を表している。よって、
全喫煙率（45%）のうち、男性喫煙者の割合は66.7%

［＝(30÷45)x100］、女性喫煙者の割合は33.3%
［=(15÷45)x100］となる。この合計比率は付属書
類VIIに示されている。

1 たばこの喫煙には紙巻たばこ、葉巻、パイプ、
その他の形態の喫煙たばこが含まれる。

2 無煙たばこ製品の消費が多い国については、
該当国のこれらのデータを発表している。

3 ひとつの地域区分とする場合は、合計18
地 区となる。一 覧 表 は 2 0 0 8 年 世 界 の 人
口推計(http://ewa.un.org/unpp/index.
asp?panel=5)を参照のこと。
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本報告書の付属書類には、各国から収集
した税制情報をもとに、最も幅広く販売さ
れている紙巻たばこ製品銘柄の価格に賦
課された税額合計と消費税の割合に関す
る情報が記載されている。このテクニカル
ノートには、WHOが各国から報告された
データを使用し、紙巻たばこ20本入り1箱
の価格における税額合計及び消費税の割
合を推計した方法についての情報を記載
している。

データ収集
データは2010年7月から12月までの間に
WHO現地データ収集者が集めた。税額合
計及び消費税の割合を計算するために
最も重要な2つの情報は価格と税率情報
及び租税構造である。

調査情報には2010年7月時点で最も幅広
く販売されている紙巻たばこ製品銘柄、
最も安価な銘柄及びマールボロの価格

が含まれている。各国で紙巻たばこ製品
(東南アジア地域の一部の国については
ビーディ）の課税やたばこの課税による
歳入に関する詳細情報を収集した。提供
された情報の裏付けとなる法律、政令、そ
の他の公式資料などの文書も収集した。

租税構造に関するデータは、財務省庁の
窓口を通じて収集した。この情報の妥当
性は他の情報源と照合して確認した。こ
れらの情報源は、税法文書、政令、その他
正式な税率及び租税構造表、また入手可
能な場合は貿易情報も含まれており、各
省庁のウェブサイト、あるいはComtrade

（http://comtrade.un.org/db/）などその
他の国連のデータベースからダウンロー
ドした。その他の二次情報もデータの検
証のため購入した。

主にたばこ製品にかかる間接税（さまざ
まな種類の消費税、輸入税、付加価値税
など）に重点を置き、課税データを収集し
た。これらは通常、たばこ製品の価格に対

テクニカルノートIII

WHO加盟国におけるたばこの課税

1.  従量消費税 従量消費税とは、国内販売用に生産された、あるいはその国に輸入され販売される指定製品に課せ
られる税のことである。一般にこの税は製造業者や卸売業者から徴収するか、輸入業者が国内に持
ち込んだ時点で輸入税とは別に徴収する。これらの税は1箱、1000本当たり、あるいは1キロ当たりな
どの単位で課税される。例：紙巻たばこ20本入り1箱1.50米ドル。

2.  従価消費税 従価消費税とは、国内販売用に生産された、あるいはその国に輸入され販売される指定製品に課せ
られる税のことである。一般にこの税は製造業者や卸売業者から徴収するか、輸入業者が国内に持
ち込んだ時点で輸入税とは別に徴収する。これらの税は生産または流通経路の同時点における2つ
の独立事業体間の取引価格の一定割合（%）で課税される。従価税は一般に製造業者と小売業者ま
たは卸売業者との取引価格に適用される。例：小売価格の27%。

3.  たばこ輸入税 輸入税とはその国で消費するために国内に輸入された指定製品に課せられる税のことである。（す
なわちその製品は他国へ輸出されない。）一般に輸入税は輸入業者が国内に持ち込んだ時点で徴収
される。これらの税は従量税または従価税のどちらかになる。従量輸入税は従量消費税と同じように
適用される。従価輸入税は一般にCIF（価格、保険、輸送費）の値、すなわち荷降ろしした積荷の価格に
適用される。この価格には製品自体の価格、保険、輸送費、荷降ろしの費用が含まれる。例：CIFに50%
の輸入税がかかる。

4. 付加価値税 付加価値税（BAT）は全ての消費財及びサービスに課せられる「段階式」の税で、消費者が支払う製品
の代金に比例して適用される。製造業者と卸売業者も製造及び流通経路全体にわたってこの税の管
理と支払いを行うが、税制控除制度によって全て返還されるため、最終的に支払いをするのは最終
消費者だけとなる。VATを賦課するほとんどの国では、消費税や関税も含めた価格をもとにしている。
例：小売価格の10%のVAT。

5. その他の税 消費税、輸入税、VAT以外の名称がついた、たばこの数量またはたばこ製品の取引価格に適用される
その他の全ての税について、課税対象は何か、納税者は誰か、課税方法はどうするのかについて出来
る限り詳細に質問票で報告を受けた。

する政策の影響が最も直接的に表れるも
のである。この中で最も重要なのは消費
税である。なぜなら消費税はたばこに直
接的に適用され、たばこ製品の実質値上
げに最も大きく貢献し、その結果消費の
減少に大きく役立つからである。したがっ
て消費税の税率、数量、機能及び適用を
中心にデータを収集した。

その他の税（所得税、法人税など）に関す
るデータは収集していない。なぜならこれ
らの税に関する情報の入手が現実的に
困難であり、価格に及ぼす潜在的な影響
の判断が複雑だからである。

次の表には、収集した課税の種類に関す
る情報が示されている。

データ分析
小売価格の一定割合を占める税額の計算
では、最も人気のある紙巻たばこ製品銘
柄の価格だけを考慮した。紙巻たばこの
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長さ、数量、種類（フィルター付きかフィル
ターなしか等）によりさまざまな課税率が
適用される国の場合は、最も売れ行きのよ
い銘柄に適用される課税率だけを計算に
用いた。唯一の例外はカナダと米国で、こ
の2国については、連邦税に加えて、州ある
いは場合によっては地方自治体によってさ
まざまな税が課されているため、価格と課
税についての平均推計値を計算しなけれ
ばならなかった。

輸入税は、国内に輸入される最も人気の
高い紙巻たばこ銘柄だけに適用した。最も
人気の高い銘柄が国産品であると報告し
た国については、税額合計の計算に輸入
税を用いていない。

「その他の税」は、消費税、輸入税、VATを除
くその他の全ての間接税である。これらの
税は、たばこ製品に特別税率を課していれ
ば消費税とみなした。例えば、タイではタイ
健康促進財団の資金として使うためにた
ばことアルコールに割り当てた税を「その
他の税」と報告している。しかしこの税はた
ばことアルコール製品だけに適用され、消
費税のような働きがあるので、計算では消
費税と見なしている。

消費税の次の段階は、全ての税率をひとつ
のベースに、この報告書の場合は税込小
売価格（以下Pとする）に換算することであ
る。次の例では、A国とB国が同じ従価税を
適用しているが、B国では後から流通経路
で税が適用されるため、最終的には課税
が高くなっている。 

シガレットの税込み小売販売価格
A国

（米ドル）
B国

（米ドル）

[A] メーカー価格（両国とも同じ） 2.00 2.00

[B] A国：メーカー価格に従価税（20%）を課税＝20%×[A] 0.40 -

[C] A、B国：従量税 2.00 2.00

[D] 小売業者および卸売業者の利益率（両国とも同じ） 0.20 0.20

[E] B国：小売価格に従価税（20%）を課税＝20%×[A]+[C]+[D] - 0.84

[F] 最終価格＝P＝[A]+[B]+[C]+[D]+[E] 4.60 5.04

なり、Sav（従価税率）ははるかに計算が難
しく、いくつかの仮定が必要となる。一方、
Sidは従量税になる場合もあれば、従価税
になる場合もある。よって数量に課税され
る場合はSasと同じように計算し、価格に課
税される場合はSavと同じように計算する。
Svatは通常、VAT外税または税込の小売価
格として、課税プロセスの最後に適用され
る。
価格を計算するため、紙巻たばこ製品1箱
の価格が以下のように表されると仮定し
た¹：
P =  [(M + M×ID) + (M + M×ID) ×  

Tav% + Tas + π] × (1 + VAT%)    ②
このとき
P =  国内で消費される最も人気の高い銘

柄の紙巻たばこ製品20本入り1箱の価
格

M =  製造業者または流通業者の価格、あ
るいは輸入ブランドの場合は輸入価
格

ID =  紙巻たばこ製品20本入り1箱にかかる
輸入税の合計²(該当する場合)

Tav =  従価税の法定税率
Tas =  紙巻たばこ製品20本入り1箱の従量

消費税
π =  小売業者、卸売業者及び輸入業者の

利益率（マークアップと表されることも
ある）

VAT =  付加価値税の法定税率

従価税、従量税、課税ベースの有無や、最
も人気の高い銘柄が国産か輸入品かな
ど、国別の状況をもとに、この方程式の変
更を検討した。従価税のベースは製造業
者または流通業者の価格がほとんどだっ
た。 

価格（P）と従量税（Tas）が分かっていれば、
Sas（及び該当する場合はSidも）の税率は
簡単に算出できる。従価税（及び該当する
場合はSidも）の場合はもっと複雑である。
なぜなら従価税額を計算するには、税ベー
ス（M+MxID）を算出し、それを構成要素に
分解する必要があるからである。ほとんど

したがって、税がどの段階で適用されるか
を考慮せずに、報告された従価税率を比
較すると偏った結果を招く可能性がある。
そのため、国内で最も幅広く販売されてい
る紙巻たばこ製品1箱にかかるたばこ税
の税率を計算するために、WHOは提供さ
れた税制情報を用いている。この指標は、
紙巻たばこ製品1箱の価格に占める税額
合計の正確な割合を考慮するもので、た
ばこ税の比重を最も正しく計測できる。

Calculation 
Stsは幅広く消費されている紙巻たばこ銘柄（1箱
20本またはそれと同等のもの）の価格にかかる税
率である。

Sts = Sas + Sav + Sid + SVAT     ①

このとき
Sts =  紙巻たばこ製品1箱の価格にかかる

税率の合計
Sas =  紙巻たばこ製品1箱の価格にかかる

従量消費税率（またはそれと同等の
もの）

Sav =  紙巻たばこ製品1箱の価格にかかる
従価消費税率（またはそれと同等の
もの）

Sid =  紙巻たばこ製品1箱の価格にかかる
輸入税率（最も人気の高い銘柄が輸
入品の場合）

SVAT =  紙巻たばこ製品1箱の価格にかかる
付加価値税率

Sasの計算は非常に簡単で、20本入り1箱
の税額を合計価格で割ればよい。Sasと異
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の場合Mは未知数である（その国から具体
的な報告がある場合は別）。

等式②を使ってMを計算できる。 

　　　  　P　　-π-Tas

M=　   １＋VAT%               　　③
　　  　(1+Tav%）x(1+ID)

残念ながらπは未知数であり、国別に系
統的に設定されている。国産の最も人気
の高い銘柄については、小売業者と卸売
業者の利益率は小さいと仮定されるた
め、私たちはMの計算でπをゼロと考え
た。するとMの値を高く見積りすぎて、従
価税のベースも高くなる。そうすると従価
税額の見積額が実際より高くなる。この計
算の目的は普通の紙巻たばこ製品1箱の
価格に占めるたばこ税の割合を算出する
ことなので、小売業者や卸売業者の利益

（π）をゼロと仮定するなら、従価税を低
く見積すぎてその国にペナルティーを科
してしまう恐れはない。このことをふまえ、
WHOが国別の情報を入手するまでは、国
産の銘柄の小売業者または卸売業者の利
益率はゼロと仮定することにした。 

しかし大半の銘柄を輸入している国につ
いては、輸入業者の利益を考慮に入れな
ければならないため、πをゼロに仮定す
ると従価税のベースがあまりにも高くなっ
てしまう。CIFの値に輸入税を課すと、その
結果消費税は輸入税込のCIFの値に課せ
られることになる。輸入業者の利益または
輸入業者が受け取る対価は税込CIFの値
に上乗せされる。 国産の紙巻たばこ製品
については、製造業者の価格に製造業者
の利益も含まれているので、自動的にMに
含まれることになるが、輸入業者の利益を
除いた輸入税込のCIFの値に課税される
輸入製品の場合はそうはいかない。よっ
て、③式のようにMを計算するのは、輸入
業者の利益をゼロと考えた場合である。

輸入業者の利益は比較的大きいと仮定さ
れ、それを無視するとMの推定額が実際よ
りも高額になる。そのため輸入製品につ
いては、Mを別に見積もらなければなら
なかった。M* （またはCIFの値）は二次情
報（国連Comtradeデータベースのデータ
など）を用いて計算した。M* は通常、その
国へ輸入される紙巻たばこ製品の輸入価
格として計算される（輸入国への輸入量で
輸入価格を割る）。しかし利用可能なデー
タが限られており、輸入データに一貫性が
ない場合もあるため、輸出価格も考慮し
なければならなかった。両方の価格デー
タがある場合は、どちらか高い方をCIFの
値に選んだ。データをさらに詳しく見ると、
輸入価格と輸出価格が相手国によって大
きく異なる場合もある。この変動を考慮
し、各国の平均輸入価格と平均輸出価格
を、異なる相手国からの輸入量と輸出量
で加重評価した。輸出価格を選ぶときは、
輸出価格には価格、保険、輸送費が含まれ
ていないため、CIFの値にさらに10セント
を上乗せした。この10セントの値は輸入
価格と輸出価格の世界的な比較を基に算
出した。同様に、国内の紙巻たばこ製品に
ついても、該当する場合はM* を基盤とし
て、従価税とその他の税を計算した。 

VATの場合、課税ベースは大概VATを除い
たP（あるいは同様に、製造業者または流
通業者の価格にVAT以外の税額合計を足
したもの）であるケースが多い。つまり以
下のようになる。

SVAT＝VAT%ｘ(P-SVAT)、これは
SVAT=VAT%÷(1+VAT%)と等しい

よって課税率は次のように計算される。

Sts = Sid + Sas + Sav + SVAT

Sas = Tas ÷ P

Sav = (Tav% x M) ÷ P

または

(Tav% x M* x (1+Sid)) ÷ P

最も人気のある銘柄が輸入製品の場合

Sid =  (TID % × M*) ÷ P  
（輸入税が従価税の場合）

　　　　または  
　　　　ID ÷ P  
　　　　（従量税の場合）

SVAT = VAT% ÷ (1+ VAT%) 

価格
2008年にデータ収集した価格と2010年に
報告された価格の不一致を避けるため、
2010年にデータ収集者に配られた質問票
には、2008年に報告された銘柄と価格を
記載した。³

課税計算で用いた最も売れ行きのよい銘
柄の場合、2010年に報告された情報は4
つのグループに分けられる。

a)  報告された銘柄は変わっており、価格
は2008年と同じか高くなっている

b)  報告された銘柄は変わっており、価格
は低くなっている

c)  報告された銘柄は同じで、価格は同じ
か高くなっている

d)  報告された銘柄は同じだが、価格は低
くなっている

各グループについて次のような行動を
取った。

グループaとc：何の行動も取らなかった。

グループa： 2年の間に報告された銘柄が
変わっているので、データの比較可能性
が問題になる可能性がある。しかし二次
データが利用できる国については、報告
された新しい銘柄の市場シェアは2008
年に報告された銘柄と同じであることが
多く、どちらも同じ価格帯だった。（このグ
ループには22カ国が属している：アルバ
ニア、アゼルバイジャン、バングラデシュ、
ブルキナ・ファソ、カメルーン、ドミニカ
共和国、エルサルバドル、ガンビア、ガー
ナ、グレナダ、ギニア、ホンジュラス、ヨル
ダン、モーリシャス、ミャンマー、ニカラグ
ア、パラオ、パナマ、ロシア、セントクリスト
ファー・ネーヴィス、トルコ、ザンビア）
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グループaとc：2008年に比べて2010年に
は税率に変化はなかったが、価格が高く
なっていたため、ここでまた別の問題が生
じる可能性がある。しかし、インフレ、所得
の増加、原価の値上がりのため、あるいは
機会があればいつでも利益率を上げよう
としているため、業界には製品価格引き
上げの傾向があると仮定した。

グループbとd：税率の引き下げがなけれ
ば、2008年から2010年の間に価格は低下
していた可能性があるという重要な仮説
を立てた（ミャンマーなど）。インフレ率の
上昇と所得の増加により、価格を下げるこ
とはできない。そこで価格を改定せざるを
得なかった。

• グループbでは：2008年の銘柄と価格
を2010年に報告されたデータに変更し
たが、この2年間に変化は見られなかっ
た。多くの地域でデータ収集者のたばこ
の課税や価格の問題に対する知識が深
まり、データの収集プロセスが改善され
たため、2010年の価格は参考として選
んだ。（このグループには12カ国が属し
ている：アンティグア・バーブーダ、バハ
マ、コモロ連合、クック諸島、エクアドル
イラン・イスラム共和国、フィリピン、セ
ントルシア、シエラレオネ共和国、スワジ
ランド、トンガ、ツバル） 

• グループd：2008年から2010年の間に
税率は変化がない、あるいはその他に
大きな出来事もなかったのに、同じ銘
柄の価格が低下したというのは奇妙に
思える。よって、報告に誤りがあったと仮
定し、2008年の価格も2010年に報告さ
れた価格と変更した結果、この2年間に
価格の変化はなくなった。（このグルー
プには4カ国が属している：アフガニス
タン、ドミニカ、モルジブ、ミクロネシア
連邦）

税率の変化の解釈における考
慮点
価格の一定割合を占める税額の変化は、

税率の変化だけでなく価格の変化にもよ
ることに注意しなければならない。した
がって税率が引き上げられても、税額の割
合は同じか低くなる場合がある。同様に、
税率に変化がなく、あるいは税率が引き
下げられても、税額の割合が増加する場
合もある。

現在のデータベースでは、2008年から
2010年の間に税額が増加したケースが
ある。この場合、価格に占める税額の割合

（％）は変化なしか、または減少している。
これは主に、絶対的には価格の値上げが
増税額より大きいという事実によるもの
である（特に従量税が引き上げられた場
合）。

例えばウズ ベキスタンで は、消 費 税 が
2008年には1箱当たり104.1スムだった
が、2010年には143.2スムに増加した。（こ
れは無視できない増加である。）しかし
最も売れ行きのいい銘柄の価格は1箱
当たり700スムから1100スムに値上りし
ている。しかし税額の割合について言う
と、2008年には消費税は価格の14.87%

（104.1/700）だったが、2010年には価格
の13.02%（143.2/1100）になっている。こ
れは価格の上昇が税率の上昇より大き
かったためである。

逆に、税率は変わらないのに、価格に占め
る税額の割合が増えた（減った）ケースも
ある。現在のデータベースでは、これには
次のような理由のいずれかが考えられる。

• 価格が税率の変化に関係なく上昇した。
（それによって税額の割合が低下した）

• 輸入製品の場合、上記の通りCIFの値は
二次データを用いて推計しなければな
らなかったが、CIFの値は米ドルで出し
ているので、現地通貨に換算した。計算
には他の外部要因も取り入れたため、
小売価格に占める税額に影響を与える
ことになった。（次に挙げる理由の一つ、
または二つを組み合わせたもの）

 – 2008年から2010年の間にCIFの値（米
ドル）は低下（上昇）し、課税ベースの

値が低下（上昇）したので、税率は変
わらないのに税額の占める割合は低く

（高く）なった。

 – 2008年から2010年の間に為替相場
が低く（高く）なり、現地通貨における
CIFの値が低く（高く）なったので、課
税ベースの値も低下（上昇）し、税額
の割合も低く（高く）なった。

1 この方程式は、製造業者または流通業者の
価格に従価税が適用されるとき、輸入税が製
造業者または流通業者の価格かCIFの値に
適用されるとき、VATがVAT抜きの小売価格
に適用されるときに用いる。他のシナリオも
ある（例えば従価税率を小売価格に適用する
など）が、計算が簡単なことが多いのでここ
では説明しない。

2 特恵貿易協定の場合、輸入税は原産国に
よって異なることがある。WHOは紙巻たばこ
製品の箱の原産国を確認し、可能な場合は
このような税率適用の妥当性を判断しようと
努力した。

3 いくつかの銘柄をデータ検証のため内部使
用目的に使用したが、この報告書では発表し
ていない。
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付属書類Iではいくつかの効果的なたばこ規制

政策の概要を紹介している。テクニカルノート

Iで説明した方法にもとづき、WHOの各地域に

ついて、監視と喫煙率、禁煙環境、たばこ依存

症の治療、健康警告と包装、広告・販売促進・後

援の禁止、課税率などの情報を記載した表を

示している。

各国のデータは法律、規則、政策文書などの補

足資料とともに提出されることが多いが、必ず

しもそうとは限らない。特に最高水準に合致し

たと報告した加盟国については、WHOが入手

できた文書の見直しを行い、それにより回答の

修正を行った。

しかしこの文書は、各国の法律を、法的な面か

ら徹底的かつ完全に分析したものではない。

禁煙環境以外のデータは、国及び連邦レベル

だけで収集されているため、地方自治体政府

がたばこの規制に積極的な役割を担っている

加盟国については、政策の報告に見落としがあ

る。

付属書類 I ：  MPOWER政策の地域的なまとめ

男女合わせた年齢調整済喫煙率の推計値は、

年齢調整した成人男性と女性の常用的喫煙率

に、世界の男女の人口で加重評価をして算出

した（付属書類VII参照）。世界の男女人口の加

重は2008年国連人口データから得たものであ

る。
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付属書類IIには、たばこ製品の警告表示に関

する法規制と加盟国の反たばこマスメディア・

キャンペーンの情報を詳しく記載する。データ

はWHOの各地域に提供される。

 

付属書類 II: たばこ包装の警告表示の規制と各国の反たばこ
マスメディア・キャンペーン 

健康警告に関するデータは、主に採択されてい

る法律や規制など、これを支持する法的文書か

ら引用した。入手した資料はWHOが審査し、正

しい解釈に必要な場合は各国と議論した。反た

ばこマスメディア・キャンペーンのデータは加

盟国から直接入手した。
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付属書類IIIには、たばこの規制に関するWHO

枠組条約（WHO FCTC）の状況を示す。批准

（ratification）とは、すでに条約に調印した国

が当該条約によって拘束されることへの同意

を正式に宣言する国際的な行為である。加盟

(accession)とは、協定/条約に調印していない

国が当該条約によって拘束されることへの同

意を正式に宣言する国際的な行為である。受託

（acceptance）および承認（approval）は批准

と法的に等しい。条約の調印とは、当該条約に

よって国は法的に拘束されないが、その規定

を侵害しないことに同意することを示すもので

ある。

付属書類 III:   たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の
現状 

WHO FCTCは2005年2月27日に発布された。

ニューヨークの国連本部に40通目の批准書が

寄託されてから90日目のことである。本条約

は、加盟を希望する国や資格のある地域経済

統合機構に対して、批准、受託、承認、正式確認

および加盟に無期限に応じている。
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